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令和４年第４回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

 

【文教民生委員会】 

  第72号議案  豊岡市こども支援センター設置条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

  第74号議案  令和４年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予

算（第２号） 

  第75号議案  令和４年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予

算（第１号） 

  第76号議案  令和４年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号） 

  第77号議案  令和４年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  第78号議案  令和４年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第２号） 

  第79号議案  令和４年度豊岡市霊苑事業特別会計補正予算（第１号） 

  第80号議案  令和４年度豊岡市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号） 

  第84号議案  令和３年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳

出決算の認定について 

  第85号議案  令和３年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）歳入歳

出決算の認定について 

  第86号議案  令和３年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  第87号議案  令和３年度豊岡市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  第88号議案  令和３年度豊岡市診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

  第89号議案  令和３年度豊岡市霊苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  第91号議案  令和３年度豊岡市太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【文教民生分科会】 

  第73号議案  令和４年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 

  第83号議案  令和３年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  第94号議案  令和４年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 

 

 



 

≪参考≫ 報告案件議案所管分 

【文教民生委員会】 

  報告第13号 専決処分したものの報告について 

   専決第11号 損害賠償の額を定めることについて 

   専決第12号 損害賠償の額を定めることについて 

 

【文教民生分科会】 

  報告第15号 放棄した債権の報告について（一般会計） 
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午前９時２５分 委員会開会 

○委員長（田中藤一郎） おはようございます。台風

のほうも皆さんの熱意で避けていただきまして、無

事、委員会が開催することになりました。いろいろ

な決算等々ありますけれども、しっかりと協議をし

ていきながら、やっていきたいなというふうに思っ

ています。長い一日になるのかならないのかは分か

りませんけれども、よろしくお願いします。 

 それでは、ただいまより文教民生委員会を開会い

たします。 

 これより協議事項（１）付託・分担案件の審査に

入ります。 

 まず、今日と明日、２日間の審査の予定について

お知らせします。 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダ、文教民生委員会２０２２年９月２０日の中に配

信しております審査日程表をご覧ください。 

 審査の順序は、そちらの審査日程のとおり、議案

審査の順序を入れ替え、本日は、当分科会に分担さ

れた第８３号議案、令和３年度豊岡市一般会計歳入

歳出決算の認定について、説明、質疑を部署ごとに

行います。その後、委員会付託された第８４号議案

から第８９号議案及び第９１号議案までの各特別

会計決算の計７件について説明、質疑、討論、表決

を行います。続いて、委員のみで８３号議案の討論、

表決を行い、分科会及び委員会審査の意見、要望等

の取りまとめを行います。 

 明日２１日は、その他の議案の説明、質疑、討論、

表決を行い、最後に、委員会、分科会審査の意見、

要望のまとめを行うことにしたいと思います。 

 以上、審査日程についてご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 なお、本日の当局出席者については、別紙審査日

程表に合わせて、各部署を順番に入れ替えて出席い

ただくよう要請しておりますので、ご了承願います。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明、質疑、答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔

明瞭に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協

力をお願いします。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時２８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時２８分 分科会開会 

○分科会長（田中藤一郎） ただいまより文教民生分

科会を開会します。 

 それでは、第８３号議案、令和３年度豊岡市一般

会計歳入歳出決算の認定について、健康福祉部所管

分を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。 

 歳出、続いて所管に係る歳入、財産調書の順でお

願いします。 

 審査時間に限りがありますので、所管事項を逐一

説明するのではなく、新規事業や平年と比較して変

化の著しい事業等を抜粋して説明願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。 

 なお、説明の際、該当のページを委員が開いたか

確認しながら、説明を願います。 

 発言の最初に、課名と名字をお願いします。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、健康福祉部、お願いします。 

 大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） それでは、私からは、

社会福祉課の新規分を中心に主なものを、決算書の

備考欄を中心に説明させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 まず、１４９ページをご覧ください。地方創生推

進事業費のうち、ジェンダーギャップ解消推進事業

で、上から１２行目の業務委託料のうち、女性の意

識調査業務１１０万円でございます。昨年１１月か

ら１２月にアンケート調査を実施し、その調査結果

を取りまとめ、３月に報告を受けたひとり親家庭に

対する意識調査に係る費用でございます。 

 次に、多く飛ばしていただきまして、１８５ペー

ジ。１８５ページ、よろしいでしょうか。（「はい」
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と呼ぶ者あり）の上から５行目の国庫負担金等精算

返納金７６万円がございます。３月議会で補正予算

時にご説明しました、令和３年度障害福祉サービス

報酬改定に伴うシステム改修の国庫補助事業につ

きまして、令和２年度に予算化したものでございま

すが、繰り越して事業を行ったわけなんですけれど

も、繰越手続に瑕疵があり、兵庫県が国から指摘を

受け、国庫へ返納したものでございます。これにつ

きましては、この事務処理誤りは兵庫県の取扱誤り

によりますもので、同額の７６万円を、県の障害者

地域生活支援事業費補助金として収入しておりま

す。 

 続きまして、めくっていただきまして１８７ペー

ジでございます。よろしいでしょうか。一番上に記

載の地域福祉計画策定事業費の２４３万７，７３０

円でございます。昨年度末で地域福祉計画が計画期

間満了となりましたので、豊岡市社会福祉協議会の

行動計画である地域福祉推進計画を含めた豊岡市

地域福祉計画を策定いたしました。同志社大学の永

田先生をはじめ１９名の委員の方に参加いただき

まして、策定を行ったものでございます。社会福祉

協議会が策定する地域福祉推進計画と一体のもの

として策定しておりますことから、経費の２分の１

を社会福祉協議会から負担いただいております。 

 その下の住民税非課税世帯等臨時特別給付金支

給事業費の５億４，８９１万４，２７４円でござい

ますが、内容といたしましては、新型コロナウイル

ス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した

方々の生活、暮らしを支援するため、基準日である

令和３年１２月１０日において、世帯全員の令和３

年度分の住民税均等割が非課税である世帯と、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１

月以降、家計が急変した世帯に１世帯１０万円を支

給するものでございます。令和４年３月３１日まで

に支払いを終えたものを、令和３年度で決算としま

すことから、給付金は５億４，０９０万円で、該当

世帯は５，４０９世帯で、その内訳として非課税世

帯は５，３９７世帯と家計急変世帯は１２世帯でご

ざいました。消耗品から用品借り上げ料及び人件費

がちょっと見えておりませんが、１８０万１，９９

４円でありましたので、合計で５億５，０７１万６，

２６８円が総事業費となってございます。 

 その下に福祉事務所費、繰越明許分の１７４万９，

０００円でございますが、先ほど申し上げました令

和３年度の障害福祉サービス報酬改定に伴う福祉

総合システム改修でございます。 

 続きまして、１８９ページをご覧いただけますで

しょうか。こちら、真ん中の升の知的障害者福祉費

の人件費、会計年度任用職員報酬、事務員（社会福

祉課）８万９，５００円でございますが、市の施策

の短時間雇用創設事業として、２０２１年９月から

社会福祉課で知的発達障害者１名を雇用し、障害福

祉システムの入力作業、封入作業、ファイリング業

務を行っていただきました。週１日２．５時間では

ございますが、正規職員が行っていた事務作業切り

出しを行いまして、短時間雇用の職員に担ってもら

うことにより正職員に時間的余裕ができ、業務改善

に向けた新たな取組を行うことができました。作業

の視覚的マニュアルを作成することにより、効率的

で正確な業務へとつながり、今後も生かせるものと

なり、本年度も採用しているところでございます。 

 少し下の真ん中当たりの補助金で、障害福祉施設

整備事業費１，４９８万円、豊岡市障害福祉施設整

備事業として施設の新築、増築、改築に要する経費

８分の１、既存建物の改修費２分の１などの要件で、

身体障害者用トイレの改修だとか社会復帰を目指

したグループホームの開設など、４事業者に交付し

たものでございます。 

 続きまして、１９３ページをご覧ください。この

欄は隣保館費でございますが、上から２行目の修繕

料２２万４，７８０円のうち、２１万４，１７０円

が豊岡隣保館の故障した空調設備、エアコンですけ

れども、更新等に要したものでございます。 

 それから１９７ページをご覧ください。健康福祉

施設管理費でございます。大きな修繕のみを申し上

げます。１９７ページの下から２行目の豊岡健康福

祉センター管理費の修繕料１０３万７４４円です

が、非常用照明修繕、それから照明器具取替え工事、
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エアコン修繕、煙感知器の更新でございます。 

 １９９ページをご覧ください。真ん中辺りの竹野

健康福祉センター管理費の修繕料２４６万７００

円でございます。非常用照明修繕、空調設備の修繕

がおよそ２２７万４，０００円かかってございます。 

 ２０１ページをご覧ください。上から８行目の日

高東部健康福祉センター管理費の修繕料でござい

ますが、シンクロヒーター修繕に２５３万円、排煙

窓修繕に１２１万円が大きなもので、また、給湯循

環ポンプなどの多くの修繕を行っており、５０５万

１，７７２円と高額になってございます。 

 続きまして、２０３ページをご覧ください。下の

升の障害者（児）自立支援給付事業で、１１行目の

事業用備品１９万円というのがございます。城崎を

除く各振興局市民福祉課の窓口に、耳の不自由な方

に対し、聞こえ方の調整を行うためにポケット型の

補聴器を購入しております。 

 その下で、グループホーム新規開設サポート事業

費３５万７，０００円でございますが、グループホ

ームの新規開設において、共用で使用するための冷

蔵庫などの備品購入費を、２事業所に支出してござ

います。 

 下から３行目の障害福祉サービス費でございま

す。こちらは、令和２年度から約１億６，０００万

円増えまして、２０億１，６１３万１，４７７円と

なってございます。前年度の伸び率８．６％でござ

います。増加の主な要因といたしましては、令和３

年度の報酬改定が０．５６％であり、個別に言いま

すと、生活介護サービスの利用者数の増加や児童寮

廃止による施設入所支援の増加によるものが大き

くなってございます。 

 続きまして、２０７ページをご覧いただきたいと

思います。生活困窮者自立支援事業費で、３つ目の

升で上から１０行目の生活困窮者自立支援金給付

金支給事業費に２０９万３，０６６円を支出してお

ります。この制度は、社会福祉協議会が行う総合支

援金の再貸付けを借り終わった世帯、総合支援資金

の再貸付けが不承認となった世帯、総合支援資金の

再貸付けをしたものの、申込みに至らなかった世帯

で、一定の基準を満たした世帯に単身６万円、２人

世帯８万円、３人以上の世帯は１０万円を支給する

ものでございます。支給した世帯は１２世帯でござ

います。なお、この制度は６月議会に補正予算をお

願いしたところですが、申請期間がこの８月までで

したが、最終的には厚生労働省の社会・援護局の９

月９日付の通知により、今年の１２月末まで延長さ

れました。 

 続きまして、少し飛びますが、２１７ページをご

覧ください。２１７ページの下から３行目、子ども

の貧困対策推進事業でございます。まず、報償金１

１万７，７４０円でございますが、これは、昨年の

１１月１４日に開催しましたこども未来応援事業

の講演で、社会活動家であり、ＮＰＯ法人全国こど

も食堂支援センターむすびえの理事長でもある湯

浅誠氏に、子ども食堂は生活環境を知る気づきの拠

点をお話しいただいた際の講師料になっておりま

す。 

 次に、２１９ページをご覧ください。２１９ペー

ジの上から４行目でございます。これも同じ事業で

業務委託料、非正規雇用者就労支援事業１５１万５，

８００円でございます。こちらは、非正規で就労す

るひとり親家庭の母親を対象に、正規雇用を目指す

セミナーの開催を委託したもので、ステップアップ

の意識の醸成から求職活動につながる講座を、国庫

補助の２分の１をいただいて実施したものでござ

います。 

 その３行下の補助金は、子ども食堂運営事業費補

助でございます。開設補助金として１か所に対して

１０万円、運営補助金として２か所に８万１，９７

６円を交付しております。 

 その下に、子育て世帯生活支援特別給付金支給事

業がございますが、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大によりまして、就業環境の変化による影響を

受けやすいひとり親家庭、低所得者の子育て世帯及

び就学援助費受給世帯に対しまして、国の制度と市

独自の制度を組み合わせて実施したものでござい

ます。支給対象を大きく３つに区分しておりまして、

１つ目がひとり親世帯を対象とした給付金６２２
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世帯の４，６８５万円、９３７人分、２つ目が低所

得の子育て世帯を対象とした給付金３４７世帯の

３，３８５万円、６７７人分となってございます。

これらの事業の財源は、全て国庫補助となっており

ます。３つ目といたしまして、就学援助費受給世帯

等を対象とした特別給付金２２４世帯の２，７５０

万円、５５０人分となってございます。これらの財

源は、地方創生臨時交付金の内数となっております。

３つの給付金を合わせまして１億８２０万円を支

給しております。 

 続きまして、歳入につきまして説明させていただ

きます。 

 戻っていただきまして、３７ページをご覧いただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。真ん中辺

りの新型コロナウイルス感染セーフティネット強

化交付金７４８万８，０００円ですが、これは、生

活困窮者自立支援金給付事業に関する交付金及び

事務費に係る国庫補助金で、１０分の１０でござい

ます。 

 その下の住民税非課税世帯等臨時特別給付金給

付事業費補助金５億５，０７１万６，２６８円です

が、これも、先ほど説明いたしました住民税非課税

世帯給付金５億４，０９０万円と、その事務に係る

人件費を含む事務経費、全額国庫補助金となります。 

 次に、その３つ下の児童福祉補助金の升のうち、

一番上の母子家庭等対策総合支援事業費補助金８

４万円がございます。これは、ひとり親家庭の母親

が正規雇用を目指すためのステップアップセミナ

ーの事業の補助金となってございます。 

 続きまして、３９ページの上から２行目、子育て

世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金につき

ましては、国の制度によりますひとり親世帯、低所

得者の子育て世帯への給付金の支給に係る給付金

及び事務費の財源として、国費１０分の１０として

１億２，１３７万２，０００円を収入してございま

す。 

 次に、４１ページの真ん中辺りの地方創生推進交

付金８，６９４万３，６９５円のうち、１１０万円

が女性の意識調査業務、ひとり親のアンケート調査

の交付金１０分の１０として収入しております。 

 その下の地方創生臨時交付金６億６，３８９万円

のうち、２，７５０万円が就学援助費受給世帯等を

対象といたしました特別給付金の財源となってご

ざいます。 

 次に、４５ページを見ていただけますでしょうか。

４５ページの真ん中より少し下の障害者地域生活

支援事業費補助金１，４８５万６，０００円ですが、

この中に、先ほど支出で説明しました兵庫県の手続

ミスによる国庫補助金返納金の肩代わり分の７６

万円が含まれてございます。 

 次に、６３ページの一番上の福祉基金繰入金１，

４９８万円につきましては、１１億９，６６３万円

ございます福祉基金を取り崩し、障害福祉施設整備

事業費に充てたものでございます。 

 同じく中ほどにあります地域振興基金繰入金３

億７，６６１万８，０００円のうち、１００万円が

子どもの貧困対策推進事業費に対し収入しており

ます。 

 次に、７３ページの中ほどより下に事業負担金、

その５行下に地域福祉計画策定事業負担金１２６

万４，６９７円がございますが、計画策定に要した

費用のおおむね２分の１を、豊岡市社会福祉協議会

から収入したものでございます。 

 次に、８５ページの一番下の升に過疎対策事業債

（過疎地域持続的発展特別事業分）でございますが、

１億２，９１０万円のうち、城崎健康福祉センター

管理運営費に４４０万円、竹野健康福祉センター管

理運営費に３００万円、但東健康福祉センター管理

運営費に４３０万円の合計１，１７０万円を収入し

てございます。 

 最後に、財産調書についてでございます。 

 ５９０ページをご覧ください。令和３年度行政財

産（建物）に関する調書でございます。豊岡市立心

身障害者小規模通所作業所の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例におきまして、令和３

年４月１日に日高共同作業所を廃止したことに伴

い、その他の施設として、日高町祢布１３０６番地

の２の日高共同作業所１７３．７４㎡を普通財産と
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するものでございます。 

 ５９６ページをご覧ください。普通財産の建物に

関する調査に関し、一番下の行の旧日高共同作業所

は、先ほど申しました行政財産から普通財産に移行

したものでございます。 

 社会福祉課の主な事業につきましては、以上でご

ざいます。 

○分科会長（田中藤一郎） 和田参事。 

○高年介護課参事（和田 征之） 高年介護課の所管

事項に係ります歳出、歳入、財産調書につきまして

ご説明申し上げます。 

 前年度から大きく変更のあった事業などについ

てご説明申し上げます。 

 まず、歳出です。２１１ページをお願いいたしま

す。備考欄真ん中辺り、外出支援サービス助成事業

費の扶助費、外出支援サービス助成費５，２６３万

７，５００円でございます。前年度比較で約９００

万円の増加でございます。この事業は、バスやタク

シーなどの公共交通機関を利用することが困難な

高齢者等が、福祉有償サービス、介護タクシーによ

り医療機関等に行く場合について、その料金の一部

を助成するものでございます。昨年度は、新型コロ

ナウイルスワクチン予防接種の利用等により増加

しておるものでございます。 

 同じページの下から２つ目の事業でございます。

高齢者短期生活支援住居運営事業費委託料５０万

円です。前年度比較で５０万円の減となっておりま

す。この事業につきましては、これまでから利用希

望者が少ない状況だったため、委託事業者と事業の

終了について協議を行ったところ、昨年度合意が得

られましたので、委託契約の１年分から委託契約期

間を９月末までとして、半年分の契約に変更したも

のでございます。これは、高齢者が災害や虐待など

の突発的な事情により適切な生活環境を失った場

合に、住居を提供する事業でございます。 

 ２１３ページをお願いします。備考欄一番上の枠、

老人福祉事業費の補助金、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業費５０万円でございます。これは、

当該事業に新たに参入しました事業者に対しまし

て、事業開始から３年間運営費の一部を助成するも

ので、２０１８年９月に当該事業を開始されました

１事業者に対しまして毎年、補助を行ってまいりま

したが、昨年度が最終年となりましたので、精算に

より前年度と比較して１７９万円の減少となって

おります。財源は、県と市が２分の１ずつでござい

ます。 

 その下、国庫負担金等精算返納金８９万７，００

０円でございます。これは、令和２年度の事業でご

ざいまして、疾病予防対策事業費等補助金の精算に

よるものでございます。高齢者が高齢者施設で新規

入居する場合におきましてＰＣＲ検査費用を、国の

補助、補助率は２分の１でございますけども、それ

を利用して実施しておりました。しかし、令和３年

３月から同様の事業が県事業１００％で実施され

ることになったため、今回の国庫負担金を精算し、

返納したものでございます。 

 その２つ下の事業、長寿園管理費の指定管理料６

３０万円でございます。当初予算におきましては指

定管理料を６９０万円としておりましたが、昨年の

浴室の休止に伴いまして、その経費の一部６０万円

を減額しております。なお、浴室につきましては、

令和３年度、今年の３月末において廃止したところ

でございます。 

 その下の事業、民間老人福祉施設助成事業費の補

助金２５２万６，０００円です。これは、民間の老

人福祉施設の新型コロナ感染拡大のリスクを低減

させるために、２事業者に対しまして補助をしたも

のでございます。１つは、簡易陰圧装置の設置に係

る補助で８５万５，０００円、もう一つは、事業所

として施設の出入口に新たに玄関室を設置し、共同

生活室とのゾーニングを図る施設整備補助１６７

万１，０００円でございます。県が１００分の１０

０、１００％の補助でございます。 

 次に、歳入をお願いいたします。４７ページをお

願いします。県補助金でございます。備考欄の２つ

目の枠、下から３行目、地域介護拠点整備費補助金

２５２万６，０００円でございます。先ほど歳出で

説明しました陰圧装置の設置経費等に係る１０
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０％補助のものでございます。 

 次に、その下、定期巡回・随時対応サービス事業

者参入促進事業費補助金２５万円です。これも歳出

で説明しましたとおり、事業費５０万円に対しまし

て２分の１ずつの県補助でございます。 

 次に、財産調書になります。 

 ６００ページをお願いいたします。出資による権

利でございます。前年度からの増減はございません。

上から１０行目の北但社会福祉事業会出資金６５

万５，０００円、そこから１０行下の兵庫県生きが

い創造協会出捐金１８万円、そして一番下の行、北

但社会福祉事業会出捐金７６６万４，０００円でご

ざいます。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、健康増進

課分の主なものを説明させていただきます。 

 決算書の１５１ページをお願いします。備考欄の

上から３つ目になります結婚・女性活躍推進事業費

ですが、これはハートリーフ推進室の関係になりま

す。２０２０年度はコロナ禍によりまして事業の中

止を行いましたが、昨年度、２０２１年度につきま

しては予定どおり事業が実施できましたので、約７

６万円の増となっています。 

 次に、２１３ページをお願いします。備考欄の一

番上から７行目、玄さん元気教室奨励金５９８万５，

０００円ですが、２００団体に交付しており、額に

ついては昨年度と増減ありません。なお、教室の実

施自体は２１７団体で実施されています。 

 次に、２３３ページをお願いします。備考欄の１

枠目になります保健センター運営費になりますが、

昨年度と比較して約８７０万円の増となっており

ます。主な理由は３つありまして、まず１つ目は、

上から１６行目の健康管理システム改修業務２５

６万３，０００円になりますが、これはマイナンバ

ー制度に必要な情報項目を市のシステムに追加す

るための改修になります。２つ目は、そこから３行

下、ＯＡソフト借り上げ料５４５万１，６００円に

なります。これは、２０２０年度に更新したシステ

ムの借り上げが２０２０年度は一月だったんです

が、２０２１年度については１２か月になったため、

その分が増加しております。３つ目は、そこから４

行下、中央公園モニュメントですが、３３万２，２

００円になります。これは、旧豊岡市時代に設置し

ました生涯健康都市宣言のモニュメントを解体し

たものです。 

 次に、そこから８行下の総合健康ゾーン健康増進

施設管理費の光熱水費３，４０４万１，９８０円に

なりますが、２０２１年度は臨時休館や時短営業の

影響がなかったため、約６７０万円の増となってお

ります。 

 次に、一番下から２行目、健康行動計画策定事業

費ですが、今年度、２０２２年度に中間評価等を行

うため、２０２１年度には市民アンケート、それか

らその分析を行ったもので、１７１万１，９８２円

になります。 

 次に、２３５ページをお願いします。備考欄の下

から３行目、すこやか市民健診業務１億１，７９１

万４，１８３円になりますが、２０２０年度は、コ

ロナ禍によりまして健診業務の中止や縮小を行い

ましたが、２０２１年度は、感染対策のため、腹部

エコーは偶数年齢のみとしておりますが、それ以外

の健診は例年どおり実施できましたので、約４７５

万円の増となっております。 

 次に、２３７ページをお願いいたします。備考欄

の一番上、がん患者アピアランス助成金ですが、２

０２１年度は医療用ウイッグが１９件、それから補

正用下着が２件ということで計２１件の申請とな

っておりまして、８８万３，９１５円を助成してお

ります。 

 次に、２３９ページをお願いします。２３９です。

備考欄の上から５行目、歩いて暮らすまちづくり推

進事業費になります。４９９万６，４６６円です。

２０２１年度については、道路標識の補修が少なか

ったために約１１０万円の減となっております。 

 次に、２４１ページをお願いします。備考欄の上

から６行目の予防接種事業費ですが、３億２，５７

４万１，７０８円、これは定期の予防接種と新型コ
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ロナウイルス用のワクチン接種の費用になります。 

 次に、一番下から１４行目、障害補償金です。２，

８６９万８，０００円、これは、インフルエンザワ

クチンの任意接種によりまして、健康被害に遭われ

た方１名への障害補償金になります。 

 そこから１つ下の行、予防接種健康被害救済制度

補償金になりますが、これは、新型コロナウイルス

ワクチンの接種によりまして、アナフィラキシー症

状の健康被害に遭われた方１名に対する補償金に

なります。 

 それから３つ下の感染対策事業費ですが、７５８

万５１６円です。感染症対策の備蓄品の手指消毒剤

などの購入と、自宅待機等で外出ができない家庭へ

の生活支援で、レトルト食品や弁当の配食の費用に

なります。 

 次に、２４３ページをお願いします。備考欄の上

から８行目になります。予防接種事業費（繰越明許

分）ですが、３億１，１８９万８８０円になります。

これは、新型コロナウイルスワクチンの接種の費用

になります。 

 次に、２４７ページをお願いします。一番下の枠

の公立豊岡病院組合の負担金ですが、２０２０年度

と比較しまして、約７，３００万円の減となってお

ります。この主な要因としましては、繰り出し基準

の単価などの変更によるものです。 

 次に、２４９ページをお願いします。備考欄の上

から３枠目、診療所管理費７０万４７２円ですが、

２０２１年度は備品購入がありませんでしたので、

２０２０年度と比較しますと約４４０万円の減と

なっています。 

 歳出は以上です。 

 続きまして、歳入の主なものをご説明いたします

ので、３５ページをお願いします。下から４つ目の

枠になります新型コロナウイルスワクチン接種対

策費負担金になりますが、これは現年度分と繰越分

ということで、ワクチン接種に対する国からの負担

金で１０分の１０になります。 

 次に、３９ページ、上から３つ目の枠が全て健康

増進課分になりますが、主なものとしては、その枠

の上から６行目と８行目に新型コロナウイルスワ

クチンの接種体制確保事業費補助金、それから繰越

分ということで、これに関してもワクチン接種に関

する国からの補助金で１０分の１０ということに

なります。 

 次に、４１ページをお願いします。真ん中より少

し下になりますが、地方創生推進交付金８，６９４

万３，６９５円、この中に結婚・女性活躍推進事業

費として１７万８，０００円が充当されています。 

 次に、４７ページをお願いします。下から３つ目

の枠、全てが健康増進課分になります。そのうち、

一番下のがん患者アピアランスサポート事業費補

助金は県からの補助金で、４分の１の補助率になり

ます。４４万１，０００円です。 

 次に、６３ページをお願いします。６３ページで

す。ちょうど真ん中辺りですが、地域振興基金繰入

金、これについて結婚・女性活躍推進事業費に６４

０万円、老人福祉事業費に４５０万円、公立豊岡病

院組合負担金に２，７００万円が充当されています。 

 次に、６９ページをお願いします。６９ページで

す。下から１２行目に新型コロナワクチン接種事業

ということがありますが、４４万６，４０２円にな

ります。豊岡市以外に住民票がある方を豊岡市で接

種したものの、それぞれからの負担ということでそ

の費用になります。 

 次に、７５ページをお願いします。７５ページで

す。備考欄の真ん中辺りに兵庫県後期高齢者医療広

域連合補助金１，６１３万５，０６７円があります

が、この主なものとしましては、すこやか市民健診

の補助金になります。２０２０年度と比較しまして、

昨年度２０２１年度は例年どおりの健診ができま

したので、約７８０万円の増となっています。 

 次に、７９ページをお願いします。上の枠の下か

ら７行目に保険金、障害補償金とあります。２，８

６９万８，０００円ですが、これは、歳出のほうで

説明しましたインフルエンザワクチンの任意接種

によりまして、健康被害に遭われた方へ支払った分

の保険金になります。 

 説明は以上です。 
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○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑、意見等はありませんか。ないですね、大丈

夫ですか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １５０ページだったかな、結

婚事業のところで成婚率は今どれぐらいでしょう

か。成婚率。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○健康増進課参事（武田 満之） すみません。成婚

は、昨年度、２０２１年度につきましては、豊岡市

で支援してる事業に伴った成婚組数は２４組で、過

去最高でありました。今年に入りましてからは、現

時点で８組の方が成婚できている状態でございま

す。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 本当に結婚されない男女の方

が非常に多くて、別に初めての方じゃなくてもいい

んですけども、やはり成婚率を上げるっていうこと

は本当に大切な事業だと思いますので、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。 

 それと、それからもう２点ほどよろしいですか。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○委員（上田 伴子） それと２１２ページだったか

な、玄さん元気教室ですけれども、２１７地区でや

ってて、２１３地区が補助を受けてるっていうこと

でしたが、この４地区についてはどういう理由でそ

の補助金が行ってないのか。それでまた、全体のな

かなかそういう玄さん元気教室に取り組めないと

ころの事情なんかもお聞きになってたらお願いし

ます。 

 それからもう１点、すこやか健診ですけれども、

前のコロナで受診を控えた方たちも少しずつ増え

てきて大変よいと思いますが、前に報告を受けたか

も分かんないんですけども、大体どれぐらいのパー

センテージで受けていらっしゃるのか。すこやか健

診の受診の全体数に対してどれぐらいが健診を受

けていらっしゃるのか。 

 それから２４０ページの食料支援のことですけ

れども、私も議会の中でもちょっと聞かせてもらっ

たんですけども、結局これについては、ちょっと確

認ですけれども、最初の頃は保健所からご連絡があ

った方に対してっていうようなスタートだったよ

うな気がするんですが、今はそうじゃなくって、今

もそういう方があるのかどうか。それから、それ以

外にご本人のほうから食料支援をお願いしたいと

いうお電話とかがあって、その方にされてる状況だ

と思うんですけれども、ここら辺で受ける体制とし

てはどんなふうに受け止めていらっしゃるのかと、

以上お願いします。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○健康増進課参事（武田 満之） 玄さん元気教室の

関係で、質問に対してお答えしたいと思います。 

 先ほども数が、実質の数と奨励金の交付数違うと

いうことなんですけども、奨励金につきましては、

行政区とコミュニティを対象にしておりまして、あ

と任意団体でされていますところとか、あと同じ地

区内でも２つチームをつくってやられてるという

ようなことがありますので、その分は奨励金が出な

いというようなことになりますので、そういうとこ

ろで数が行政区のほうで今１９４地区されて、５

４％ぐらい半分以上の地区がされているんですけ

ども、そういうことで説明させていただきたいと思

います。 

 あともう一つ質問がありました。なぜまだされて

いないというか、進まないのかということなんです

けれども、まず小規模の団体につきましては、なか

なか人が集まらないというようなことをされてい

たり、あと自分のところでグラウンドゴルフをした

りとか別の運動をしたりとか、畑が忙しいみたいな

ことで少し人が集まらないというようなことが一

つネックになってるのと、あと実際、立ち上げに係

りましては、お世話役のほうがつくらなければなら

ないということで、会館の管理というか、開けると

か指導していくとかというようなことで、その辺が

少しハードルが高いというようなことがございま

す。 

 それで健康増進課のほうとしましては、いきいき

サロンとか、あと安心・見守りのほうはまだもう少
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し高くされているんで、例えばいきいきサロンで集

まられたときに少し運動を取り入れてくださいと

いうようなことで、そういうことで少しずつ広めさ

せていただくような形でさせていただくのと、あと、

また初めて運動されるところにつきましては、うち

の職員のほうが初期につきましては指導するとい

うようなことで、できるだけ地区に出向いて説明す

るようなことで対応させていただいておりますの

で、少しずつでも増えるような方向で頑張りたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○分科会長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 健診のほうのパーセ

ンテージということで、分かるのは特定健診、国保

等の方ですね。それと後期高齢者の方が分かります

ので、まず国保の関係、特定健診の受診率ですが、

４１．９％になります。そして後期高齢者のほうの

健診の受診率ですけども、１７．３９ということで

す。 

 そして支援のほうの関係ですが、最初のほうは保

健所からの聞いてきたということも多かったんで

すが、最近の傾向でいいますと、本人さんからの申

出がかなり増えてきてる。これは、うちのほうのＰ

Ｒもあるのかなとは思ってますが、そういう本人か

らの申請が多いというような状況です。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） あと１点ちょっとお伺いしま

すけれども、すこやか健診の受診率については、コ

ロナ前と比べて昨年などはどうだったんでしょう

か。 

○分科会長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） すみません、以前の

分がちょっと手元にありませんので、また調べたい

と思いますが、コロナがはやってきたときは、やは

りこちらのほうでも日程を中止したり、あと年齢制

限をかけたりしてましたので、そこと比べたら増え

てるという状況です。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） いいですか、よろしいで

すか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ページ数は分かりませんけれ

ど、社会福祉課の市民税非課税世帯の１０万円の給

付金、あれは世帯数、もう一度確認させてください。

世帯数と、１０万円だったと思います。それで全豊

岡市の世帯数の分の何ぼなのかということが１つ。

それからもう一つは、これは２１９ページか、５万

円かな、もう一つありましたよね。その２つ説明を

いただけますか、再度。 

○分科会長（田中藤一郎） 大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） 令和３年度の決算ベ

ースでいきますと、非課税世帯が５，３９７世帯で

ございます。それから、家計急変世帯が１２世帯の

合わせまして５，４０９世帯でございます。当初７，

８６８通送っておりますので、ちょっと計算してお

らずあれなんですけれども、全世帯はパーセンテー

ジを出しておりませんが、そこから繰り越した分が

ございますけれども、３月３１日の全世帯は把握し

ておりませんので、あとでパーセンテージを出しま

すので、お許しください。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 全世帯数は３万二、三千ぐら

いだと思うけどな。そのうちの５，３９７いうてお

っしゃったんで、結構ウエートが高いなという気が

して、聞かせていただいたのですけれども、１５％

以上はあるわな。分かりました。また後学の参考に

させていただきます。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） 申し訳ございません、

よろしくお願いします。 

○委員（福田 嗣久） また世帯数は後で教えて、き

ちっとしたことを、豊岡市の全世帯数ね。 

 続いてですけれども、先ほど上田委員さんがおっ

しゃった玄さん元気教室、２１７分の２００世帯か、

支給は。（「２１３」と呼ぶ者あり）２１３か。そ

れで説明を聞いておりまして、４世帯が区とコミュ

ニティいうことで、これについてはちょっと問題だ

なと思って聞かせていただきました。なぜかという

と、玄さん元気教室で医療費の削減はかなり数字で
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出てたと思うんですけれども、一つには区が非常に

広いとか、どこかというと、まず但東町でいうたら

大河内なんて非常に広いんで、１０区分ぐらいあり

そうなんですけれども、区で１か所で、例えば奥の

ほうで上のほうで１か所したい、２か所したい、金

額僅かだったと思うんで、その辺はちょっと配慮し

てあげる必要があるんではないかなと思ったんで

すけれども、それについてはいかがでしょうか。決

まりはそういうふうになってると私も記憶してお

りますけれども。 

○分科会長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） この玄さん元気教室

の奨励金が始まった経緯といいますのが、各区に…

…（「敬老会やな」と呼ぶ者あり）はい。ですので、

各区に１個というか、各区に１つということで始ま

ってますので、それが今も継続してるという状況で

す。これをそれぞれのとなると……。ちょっと今の

現段階ではその回答しかできないということで、以

上です。 

○委員（福田 嗣久） その回答しかできないと思い

ますけれども、考えてみたら非常に広い区があって、

それに対して例えば効果を求めるんであれば、お元

気な老後の在り方を考えるんであったら、やっぱり

１か所で限定してしまうのは無理があるのかなと

いう。今の３区がどこなのか知りませんけれども、

一度これ今、返事ができなくても一考していただき

たい、検討していただきたいなと思いますんで、ま

たそういったことも含めて、例えば１個増やしたら

何ぼ増えるんか、金額は。 

○分科会長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） １か所当たり３万円

となってます。事業開始が半年を過ぎてたら１万５，

０００円ということになります。以上です。 

○委員（福田 嗣久） ですから……。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 今申し上げた、聞かせていた

だいたように、大きな金額ではないと思いますんで、

ぜひまたそれも検討を、要望があればですけれども、

検討していただけたらというふうに思います。 

 それからもう一つ、外出支援サービスの助成につ

いて、コロナで増という説明、これは何課でしたか。

高年介護か。いや、説明がありましたけれども、こ

れもよく聞く話で、この制度自体でタクシー券とか、

あれを１枚ずつ使えるんかな、今もそうですか。ち

ょっと確認です。１回につき何ぼ使えて、総額何ぼ

１人当たりにあるわけですから。 

○分科会長（田中藤一郎） 和田参事。 

○高年介護課参事（和田 征之） 対象者につきまし

ては、３つございます。１つ目が人工透析患者の方、

これは年齢の制限はございません。２つ目につきま

しては、６５歳以上の方で、ストレッチャーまたは

車椅子を利用される方。３つ目につきましては、６

５歳以上で、先ほど言いました２つ以外の方という

ふうになっております。 

 区分１につきましては、月に１３枚チケットを配

付させていただいております。チケットは２７キロ

未満でしたら自己負担は３００円、２７キロ以上２

６キロごとに２００円を追加していただくという

ような形になっております。 

 ストレッチャーにつきまして、区分２のほうなん

ですけども、こちらにつきましては月４枚配付させ

ていただきまして、１４キロ未満が４００円、１４

キロ以上を超えますと１３キロごとに１００円の

加算をさせていただいてるということでございま

す。 

 あと区分３につきましては、月４枚、３キロごと

に４００円、１キロごとに１００円を加算させてい

ただいて、上限は２，５００円というような状況で

ございます。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ちょっと早過ぎてよう分から

へんのやけど、その資料は後で下さいな。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

 というのは、なぜ質問するかということは、よく

私も依頼を受ける話で、近いとこはいいんだけど、

遠方はな、２枚とか３枚とか使わせてもらったらど

うっちゅう話をちょこちょこ聞くんです。それで今

のキロ数割り聞かせてもらってもよう分からんだ
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けども、確かに遠方の人も大分あると思うんで、も

う少しそれも幅をもたせてあげることが必要なん

ではなかろうかということで、今聞かせていただき

ました。それで、その根拠となる今の資料ですね、

ちょっとコピーしてまたおくれませんか。（発言す

る者あり）それでまた検討させてもらって言うべき

ことは言わせていただきますので、よろしくお願い

をしたいと思います。 

 それから、たくさん言ってすみません。インフル

エンザの補償の２，８８５万円か、これはどこだっ

たかいな。これは大きな金額ですけど、保険が出る

のであれで、どんな症状があったんでしょうか。 

 それともう一つ、続けて言うとくわ。すこやか市

民健診の受診率がコロナのこともあってというこ

とで、国保で４１．９、それから後期高齢者１７．

３９と言われましたけども、これも非常に低いなと

いうことで感じておるんですけれども、これも私も

よく耳にすることで叱られることなんですけども、

例えば地元であれば資母でやってたことが出合に

なった、出合でやってたことが出石まで来いという

ような話で、どないなっとんだって、よう叱られる

んです。これについては、やっぱり健診によって健

康が保てる場合が多々あると思うので、やっぱり受

けやすい形の市民健診の在り方をいつだったかも、

課長に申し上げたと思うけれども、それは出石まで

出てこい言われたら困っちゃうんで、その辺のこと

も対処はしっかりしていただきたいということは、

これはもう一遍きちっとご返答がいただきたいな

と思ってるんですけれども、よろしくお願いします。

以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） まず１点目の健康被

害のほうです。インフルエンザのワクチンが接種さ

れまして、その後、てんかん発作が繰り返されたよ

うな状況です。いろいろ受診をされて、やはりイン

フルエンザのワクチンだろうということで、あとは

療養手帳とか障害者手帳の交付等がありまして、そ

れに対する保険金を支払ったということです。 

 そしてすこやかですが、開催場所ですね、こちら

のほうでできる場所の確保等もございまして、なる

べく住所地の近くでということでやってます。委員

おっしゃられたとおり、ちょっと但東のほうが少な

く、出石も少なくって豊岡に来てもらうというよう

なケースがありましたので、その翌年にはちょっと

場所を、場所というか、日程を増やして対応しまし

た。どうしても募集をかける前に日程等を決めます

ので、募集をかけた後にオーバーしてしまうという

ようなケースもありまして、ただ、それがありまし

たら今度、次回もちょっと多めにする、日程を多め

にしたりということで極力、地元というか、近くで

受けてもらうような体制は今後も取っていきたい

なと思ってます。以上です。 

○委員（福田 嗣久） くれぐれもお願いします、よ

う叱られますんで。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それともう一つ。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 健診の関係で、上田

委員からありました後期高齢者のちょっと過去の

分がないんですが、特定健診に関しては、コロナ禍

の２０２０年度が３６．５％、特定健診の分です。

特定健診の受診率が３６．５％で、その前の２０１

９年度が４６．３％でしたので、今回が４１．９と

いうことで、ちょっとまだコロナ前までは戻ってな

いですが、徐々に戻ってきているのかなというふう

に思っています。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしいですか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ちょっと、先に続きで。 

 私が言いたいことの総括として、きちっと見てる

わけじゃないんですけれども、予算と決算で今、決

算ですけれども、決算を余らせることはちょこちょ

こあると思う。それは入札であれば別にそれはそれ

で仕方ないと思うんですけども、市民サービスに展

開することについては、今の件もそうなんですけれ

ども、予算を単純に余らせるんではなしに、市民の

皆さんが関わることができやすい体制にお金は使

っていただきたい。その転換を、例えば健診をこの

場所でしかしませんじゃなくて、広げて、その予算
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枠の内であったらできるだけ親切丁寧な形の展開

をしてあげる。あるいは健康増進についても当然そ

うですし、さっきの玄さん元気体操でもそうですけ

れども、予算枠であったら、その入札でぽんと決ま

ってしまうもんは仕方がないと思うんですけれど

も、できるだけ広く年間の中で展開していく、こう

いう予算使いはぜひしていただきたいなというこ

とを思っておりますので、ぜひその点は肝に銘じて

いただきたいと思います。これがやっぱり市民サー

ビスの向上っちゅうことになるんで、その辺は、そ

れぞれの課、該当することがあると思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。以上です。これ

は意見だで。 

○分科会長（田中藤一郎） 私からもどうぞよろしく

お願いします。 

○委員（福田 嗣久） 委員長からもよろしく言うて

もらって。 

○分科会長（田中藤一郎） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） すみません。先ほどの外出支

援サービスの件でちょっとお聞きしました。 

 もう１点は、福祉タクシー券の件で、まあまあ、

要望も出とることもありまして、１回当たり１枚し

か使えないということがありますので、あそこのタ

クシー券の執行率が今どれぐらい今年度あったの、

前年度あったのかということをちょっとお伺いし

たいのと、２点目は、先ほど医療ウイッグ、アピア

ランスのことをちょっと聞きました。これ私はちょ

っと質問せなあかんなと思って、１９件と、それか

ら補整下着が２件でしたかね。それの件なんですけ

ども、たしか上限があったと思いますので、その上

限を聞かせていただきたいということ、この２点、

ちょっとお知らせください。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ、大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） ちょっと福祉タクシ

ー券、調べますので、お待ちください。 

○分科会長（田中藤一郎） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 医療用ウイッグ等の

上限です。まず、医療用ウイッグに関しては５万円

が上限となっております。そして乳房補整具で補整

下着は１万円が上限。それから人工乳房に関しては

５万円が上限となっております。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） 福祉タクシーの利用

助成でございますが、申請者数が１４７人、それか

ら利用枚数がタクシーが２，７７７枚、バスが３，

４０５枚の１７２万９，０００円の助成額でござい

ます。以上でございます。 

○分科会長（田中藤一郎） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） 助成額、率にしたら何％ぐら

いになるのかしら、執行率にしたら。出ますか。も

う別に後でもいいですけど、すぐ出ますか。 

○分科会長（田中藤一郎） 大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） ちょっと調べまして

お答えします。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほか何かございます

か。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） ちょっと今、大谷課長が調べ

中なので、いいですか。そちらへの質問なんですけ

ど。 

○分科会長（田中藤一郎） ああ、同じ質問なの。 

○委員（義本みどり） いえ、別。はい、そちらに質

問を。ちょっといいですか。 

○分科会長（田中藤一郎） はい。 

○委員（義本みどり） ひとり親家庭の意識調査のと

ころなんですけれども、たしか記憶では、これで学

習支援の希望が多かったというところで、今年度の

学習、生保の家庭に学習支援をする事業っていうの

が今年度開始されたと思うんですけれども、今それ

のどういう状況なのか。コロナの給付金事業で多分

ちょっとお忙しい中、なかなか進めにくいというの

はよう分かってるんですけど、今どのような状況か

というのと、それとまた今後もこの意識調査、すご

くご苦労されて回収、アンケートされたと聞いてま

すので、また今後にも役立てていけるのかなという

そこら辺の確認と、もう一つは、あと女性の貧困対

策で、非正規から正規雇用にというような事業があ

ったかと思うんですけど、たしか出口戦略も一緒に
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なっておってということだったんですけども、どの

程度、正規雇用につながったとか、コロナ禍ではあ

りますけれども、ちょっと実績を教えていただけれ

ばと思います。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○社会福祉課参事（丸谷 祐二） ３点お尋ねいただ

きましたので、順にご説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず、学習支援の状況でございますが、現在の時

点で学習支援に入っております困窮世帯が２世帯

ございます。当初の予定では５世帯程度を見込んで

スタートしておりますけども、実際に事業に入って

まいりますと、まず指導員の方の確保が大変難しい

ということと、あと家庭に参りまして指導をすると

いうことで、非常に受け入れる家庭のほうの準備と

いうのも大変だということで、当初の想定よりは若

干進み具合が低迷してるかなっていう認識でおり

ます。まずは生活保護世帯を対象としてこの事業、

スタートしておりますけれども、よりそいさんのほ

うで把握されておる困窮世帯を含める形でもう少

し対象拡大をして、学習支援を現在は進めていると

ころでございます。 

 それからアンケートの今後の施策への反映とい

うことなんですけれども、いろいろな課題が見えて

まいっております。まず、非正規から正規に替わり

たいという３つ目のお尋ねにつながりますけども、

そういったニーズでも大変多くございます。 

 それから何よりも最も困っておられるのは経済

的なことではありますけれども、これにつきまして

は、まずは児童扶養手当の支給という直接的、経済

的な支援、あと現在は子育て世帯への給付金という

のがちょうど今、制度的に国を挙げてやっておりま

すので、こういったものの活用いただくこと。それ

から、そのままですと、子供の成長とともに児童扶

養手当も受給ができなくなりますので、当然それ以

降も生活が困窮しないように、生活の再建に向けた

仕事につながるような、そういった支援にっていう

ことでジェンダーギャップ対策室等とも連携をし

まして、事業を進めているというところでございま

す。 

 それから直接的な仕事につながるような支援と

いうことで……。ステップアップセミナーの参加を

呼びかけておりますのと、あと個別に相談に来られ

ますひとり親の方に対して、ステップアップのため

のいろいろな学習や受講に対して家賃補助をする

という制度、母子・父子自立支援プログラムの策定

ということで、市のほうでそういった支援策をつく

りまして、それに基づいて定期的に面談をして、意

欲が損なわれないようにサポートしていく、こうい

ったことを継続的にしておりまして、今年は１０名

程度、そういったプログラムの策定に取りかかって

おります。昨年に比べて、かなり増えてきていると

いう状況にございます。現在の実績としては以上で

ございます。 

○分科会長（田中藤一郎） 義本委員。 

○委員（義本みどり） ご説明ありがとうございまし

た。 

 学習支援のほう、２世帯スタートさせると聞いて、

ほっといたしました。なかなか先進自治体の事例集

読んでましたら、初めはかなりどこもご苦労されて

おって、１世帯からスタートしたところとか、いろ

いろあるように聞いております。豊岡が参考になる

事例っていうのが、この面積の広さという自治体が

なかなか見つからなくて、何かないんかなと思って、

私も読んでたんですけど、でもちょっとほっとしま

した。 

 それから、ほかのステップアップのところですか

ね、あれは起業する力強い女性のシングルマザーさ

んとかもおられとってっていう話もちらほら聞い

ております。なかなか解決策がどっと解決できると

いうようなことではないとは思うんですが、なかな

か大変な事業かと思うんですけれども、根気強く、

粘り強く取り組んでいただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほかないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） じゃあ、後でまた、資料

配ってください。 
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 それでは、質疑を打ち切ります。 

 分科会を暫時休憩します。１時間過ぎてますので、

５０分までちょっと休憩しましょうか。 

   午前１０時４２分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時４９分 委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） 委員会を再開します。 

 次に、第８５号議案、令和３年度豊岡市国民健康

保険事業特別会計（直診勘定）歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、令和３年

度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）の

歳入歳出決算の認定について、資母診療所の管理運

営費の決算状況についてご説明いたします。 

 経営の概況については、別冊の令和３年度主要な

施策の成果を説明する書類の４３ページから４５

ページに掲載しておりますので、後ほどご確認いた

だけたらと思います。 

 それでは、概況については、そちらのほうご確認

いただけたらと思います。 

 それでは、決算書４５３ページをお願いします。

決算の総括ですが、歳入総額８，４１８万３，８６

３円、歳出総額７，６４３万４，９８９円、歳入歳

出差引き額が７７４万８，８７４円となっておりま

す。 

 続いて、決算事項別明細書により、歳出で大きな

変動のあった点についてご説明させていただきま

す。 

 ４６１ページをお願いします。備考欄の真ん中よ

り少し下ぐらいですかね、一般管理費６３５万１，

８５２円になりますが、２０２０年度と比較しまし

て約１３４万円の減となっています。主な理由とし

ては、そこから６行下の修繕料４６万５９円になり

ますが、この分が約６６万円減少したことによりま

す。 

 次に、４６３ページをお願いします。備考欄の一

番上の枠の下から３行目になります。公立豊岡病院

組合医師派遣費２２４万７，１４４円ですが、これ

について、眼科の診療日が２０２１年度は月２回か

ら１回になったことによりまして、約６７万円減少

しております。 

 次に、６枠下の医療用衛生材料費２，２６４万６，

１９５円ですが、２０２０年度と比較しまして約２

００万円の減となっています。 

 次に、そこから２枠下、医療用機械器具費２０９

万５，１７０円ですが、機械借り上げ料の減少と医

療用備品の購入が２０２１年度はなかったことに

よりまして、約１４５万円の減となっています。 

 歳出は以上です。 

 戻っていただいて、４５６、４５７ページをお願

いします。一番上、診療収入です。２０２０年度と

比較しまして約１３０万円の減となっています。 

 次に、４５８、４５９ページをお願いします。一

番上の枠の国庫補助金ですが、これについては、新

型コロナウイルスの感染症対策として国からの補

助になります。 

 そして次に、５８２ページをお願いします。実質

収支に関する調書になります。左から４列目、国民

健康保険事業（直診勘定）です。１として歳入総額

が８，４１８万４，０００円、２として歳出総額が

７，６４３万５，０００円、３として歳入歳出差引

き額が７７４万９，０００円、５として、実質収支

額として７７４万９，０００円になります。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり認定すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第８５号議案は、原案どおりに認定すべきも
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のと決定しました。 

 次に、第８７号議案、令和３年度豊岡市介護保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） 令和３年度豊岡市介

護保険事業特別会計歳入歳出決算についてご説明

いたします。 

 決算書の４８１ページをご覧ください。総括表で

す。歳入総額は１０２億９，０８３万５，１４５円、

歳出総額は９９億２，０１２万８，８４７円、歳入

歳出差引き額は３億７，０７０万６，２９８円とな

りました。差引き額は翌年度へ繰り越しいたします。 

 それでは、決算の内容につきましては、別冊の令

和３年度主要な施策の成果を説明する書類の事業

概要についてご説明をいたします。４８ページをご

覧ください。 

 それでは、概況から説明をいたします。第８期介

護保険事業計画の初年度となります令和３年度の

介護保険事業特別会計ですが、まず歳入となる介護

保険料は１８億６，２８７万４，０００円を収納い

たしました。収納率は、現年度分が９９．５％、滞

納繰越分が９．３％、合計収納率は９８．１％とな

り、前年度が９８．４％でしたので、僅かですが、

減少しております。また、歳出額の８６％を占める

保険給付費は８５億２，２７５万３，０００円で、

前年度比０．２％の減少となりました。 

 なお、第８期介護保険事業計画による令和３年度

の保険給付費の計画額が８９億８４９万９，０００

円でしたので、計画額に対する支出済額は９５．

７％でありました。 

 支出の主なものとしましては、地域密着型通所介

護は計画に比べ実績が８．６％増加しましたが、訪

問介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人保

健施設などは、利用が計画より少なくなりました。

理由は幾つかあると思いますが、その一つとして、

計画していました事業所の整備が進まなかったこ

とが上げられます。また、ほかには令和２年度に引

き続きまして、令和３年度におきましてもコロナウ

イルスが蔓延をいたしまして、利用者がサービス利

用を自主的に控えたということも考えられると思

います。 

 次に、高齢者が住み慣れた地域でできる限り自立

をして暮らし続けるため、介護予防や日常生活支援

に取り組む地域支援事業を平成１８年度から実施

をしておりまして、令和３年度は合計で５億７，６

４７万９，０００円を支出しました。内訳としまし

ては、要支援認定者等に対する予防給付基準サービ

ス及び支え合いサービスや、玄さん元気教室等の介

護予防教室の普及等を行います介護予防・日常生活

支援総合事業に３億７，８７２万１，０００円。地

域包括支援センターの運営、生活支援体制の整備、

在宅医療・介護連携の推進、認知症に対する総合的

な取組、配食や家族介護者への支援等を行う包括的

支援事業・任意事業に１億６，６０２万４，０００

円、その他の市単独事業に３，１７３万４，０００

円となっております。 

 なお、今、説明しました内容につきましては、次

の４９ページから５０ページに記載をされていま

す２の実績に基づきまして、説明をさせていただき

ました。 

 続きまして、５０ページの真ん中の表をご覧くだ

さい。介護保険料につきましても、先ほど説明をし

ましたので、省略をさせていただきますが、表の一

番下の行の減免額について、説明をさせていただき

ます。 

 ２０２０年度はコロナ減免が多く、２９３万４，

１６０円を減免をいたしましたが、２０２１年度は

８２万９，７１０円でありました。８２万９，７１

０円の総件数は１９件であり、内訳としましては、

コロナ減免が１４件の６３万３，２１８円、その他

が５件の１９万６，４９２円で、主なものとしまし

ては建物火災による減免でありました。 

 決算につきましては、説明を終わります。 

 続きまして、実質収支に関する調書についてご説

明をいたします。 

 決算書の５８２ページ、５８３ページをご覧くだ
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さい。５８２ページの介護保険事業の欄の区分５、

実質収支額は、区分３の歳入歳出差引き額と同じ３

億７，０７０万６，０００円となりました。 

 最後に、基金についてご説明をいたします。同じ

く決算書の６０３ページをご覧ください。よろしい

でしょうか。下から４行目の介護保険給付費準備基

金ですが、決算年度末現在高は、前年度に比べ３億

８８万６，０００円増の６億４，６８０万１，００

０円となりました。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 先ほど介護事業所のことで、

説明欄のところで事業所の開設が進まなかったと

いうことがあったと思うんですが、それはどういう

理由からでしょうか。 

○委員長（田中藤一郎） 定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） 昨年進まなかったと

いうことにつきましては、大きな個人事業の医療機

関でありましたが、院長が体の調子が悪くなったと

いうことで、なかなか進められなかったということ

であります。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 介護事業所は、コロナのこと

もあったりして、大変な運営をしておられるんだと

思うんですけれども、やはり介護人口がすごく増え

てるので、ぜひそういう介護事業所がこれからもき

ちんと運営されたりとか、事業所開設に向けては担

当課として、担当課っていうか、役所全体としても

援助のほうをよろしくお願いします、意見として。 

○委員長（田中藤一郎） よろしくお願いします。 

 そのほか何かありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり認定すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第８７号議案は、原案どおり認定すべきもの

と決定しました。 

 次に、第８８号議案、令和３年度豊岡市診療所事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 令和３年度豊岡市診

療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について説

明いたします。 

 休日急病診療所、森本診療所、神鍋診療所、高橋

診療所、但東歯科診療所の管理運営費の決算状況に

ついてご説明いたします。 

 各診療所の経営の概況は、別冊の令和３年度主要

な施策の成果を説明する書類の５１から５８ペー

ジに掲載しておりますので、後ほどご確認いただけ

たらと思います。 

 それでは、決算書で主な内容についてご説明いた

します。 

 決算書の５２３ページをお願いします。５２３ペ

ージになります。決算の総括ですが、歳入総額２億

９，８４０万２９０円、歳出総額２億７，９９４万

２，６７６円、歳入歳出差引き額が１，８４５万７，

６１４円になります。 

 次に、決算事項別明細書により、歳出から大きく

変動のあった点についてご説明いたします。 

 ５４１ページをお願いします。備考欄真ん中辺り

になります。休日急病診療所の一般管理費１，１２

４万６，８６９円ですが、２０２０年度と比較する

と整備工事等がなかったため、約２７０万円の減に

なっています。 

 次に、そこから３枠下の医業費３４万１，１４１

円ですが、２０２０年度と比較すると備品の購入が

なかったため、約７３万円の減になっています。 

 次に、５４３ページをお願いします。備考欄の真
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ん中より少し下、森本診療所の一般管理費４４１万

１，３７９円ですが、２０２０年度と比較すると、

感染対策用のブースの整備工事等がなかったこと

によりまして、約３２０万円の減になっています。 

 次に、５４５ページをお願いします。上から４枠

目、医業費２，８２３万７，３０７円ですが、２０

２０年度と比較すると、備品購入が少なかったため

に約２７０万円の減になっています。 

 次に、５４７ページをお願いします。真ん中より

少し上、神鍋診療所の一般管理費４４６万６，４０

０円ですが、２０２０年度と比較すると、こちらも

感染対策用ブースの整備工事がなかったため、約２

７０万円の減になっています。 

 次に、そのページの一番下の枠、医業費２，８１

５万５，０２０円ですが、２０２０年度と比較する

と約４００万円の減になっています。主な理由です

が、５４９ページをお願いします。備考欄、上から

２行目の医薬材料費、これが減になったことが主な

理由となっています。 

 次に、一番下から８行目、高橋診療所の一般管理

費６５１万８，７９０円ですが、２０２０年度と比

較すると、事業用備品の購入がなかったために約７

１万円の減になっています。 

 次に、５５１ページをお願いします。上から４枠

目、医業費１，９５２万５４円ですが、２０２０年

度と比較すると医薬材料費が減になっておりまし

て、約１１０万円の減になっています。 

 次に、５５３ページの上から４枠目、但東歯科診

療所の一般管理費ですが、こちらは大きな変動はあ

りません。 

 次に、３枠下の医業費４３８万３，３８０円です

が、医療用備品の購入が２０２１年度購入がなかっ

たため、約１００万円の減となっています。 

 歳出は以上です。 

 次に、歳入ですが、戻っていただいて５２８、５

２９ページをお願いします。１款の休日急病診療所

収入ですが、２０２０年度と比較しますと約１１０

万円の増。 

 次に、下から３行目の２款森本診療所収入ですが、

２０２０年度と比較して約５５０万円の増となっ

ています。 

 次に、５３０、５３１をお願いします。下から２

行目、３款の神鍋診療所収入ですが、２０２０年度

と比較して約１７０万円の減となっています。 

 次に、５３４、５３５をお願いします。５３４、

５３５の上から４枠目で、４款の高橋診療所収入で

すが、２０２０年度と比較して約３９０万円の増と

なっています。 

 次に、５３６、５３７ページをお願いします。上

から６枠目の５款の但東歯科診療所収入ですが、２

０２０年度と比較して約１９０万円の増となって

います。 

 なお、森本、神鍋、高橋の各診療所の収入のうち、

国庫補助金については、新型コロナウイルス感染症

に対応するための消耗品や備品等への補助金にな

ります。 

 次に、５８３ページをお願いします。実質収支に

関する調書の５８３ページの１列目になります診

療所事業です。１として歳入総額２億９，８４０万

円、２として歳出総額２億７，９９４万３，０００

円、３として歳入歳出差引き額１，８４５万７，０

００円、５として実質収支額は１，８４５万７，０

００円となっています。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり認定すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第８８号議案は、原案どおり認定すべきもの

と決定しました。 

 以上で健康福祉部に係る審査を終了します。 
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○社会福祉課長（大谷 賢司） すみません。 

○委員長（田中藤一郎） どうぞ、大谷課長。 

○社会福祉課長（大谷 賢司） 先ほど福田委員のお

尋ねで、非課税世帯の給付金の全体に占める割合で

ございますが、令和４年２月末現在で送付いたしま

したところ、全世帯で３万３，４９２世帯のうち７，

８６８世帯にお送りしておりますので、２３．５％

になります。それから決算ベースでいいますと、令

和４年３月末現在５，４０９世帯に給付しておりま

すので、全世帯３万３，５４６ということになりま

すので、１６．１％の割合になるようになります。 

 それから芦田委員のお尋ねにおかれまして、福祉

タクシー券なんですけれども、障害者の場合、一月

に４枚、１年間の分をお渡しします。人工透析の方

は、月にさらに１３枚お送りしております。予算ベ

ースでいきますと１９２万１，０００円でございま

すので、執行率が９０％になってございます。 

 以上、遅くなって申し訳ございませんでした。報

告します。 

○委員長（田中藤一郎） ありがとうございました。 

 よろしいですか。 

 それでは、健康福祉部の皆さん退席していただい

て結構です。お疲れさまでした。 

 委員会を暫時休憩します。 

   午前１１時１３分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時１７分 分科会再開 

○分科会長（田中藤一郎） それでは、分科会を再開

します。 

 それでは、第８３号議案、令和３年度豊岡市一般

会計歳入歳出決算の認定について、市民生活部所管

分を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。 

 歳出に続いて、所管に係る歳入、財産調書の順で

お願いします。 

 審査時間に限りがありますので、所管事項を逐一

説明することなく、新規事業や平年と比較して変化

の著しい事業等を抜粋して説明を願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。 

 なお、説明の際は、該当のページを委員が開いた

か確認しながら、説明を願います。 

 発言の最初に、課名と名字をお願いします。 

 質疑は、説明が終わった後、一括して行います。 

 それでは、市民生活部、お願いします。 

 恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） それでは、令和３年度一

般会計決算の市民課分につきましてご説明させて

いただきます。 

 説明につきましては、先ほどありましたように、

新たな事務事業であったり、前年度や当初予算と大

きく変更となった事業と、特徴的なところについて

ご説明させていただきます。 

 まず、歳出です。１６９ページをお開きください。

備考欄の下から４行目、戸籍住民基本台帳事務費は、

前年度より２，６５３万５，５７１円の増額となっ

ています。主な増額理由としましては、よろしいで

しょうか、１７１ページ７行目の業務委託料による

ところが大きくございます。このほかにクラウド使

用料、地方公共団体情報システム機構、Ｊ－ＬＩＳ

といいますけども、こちらへの負担金の増額につき

ましては、住民票等の各種証明書のコンビニ交付に

係る住基システムと戸籍総合システムの構築経費

及び保守費用の運営費によるものでございます。 

 １６９ページに戻っていただきまして、繰越明許

費欄の下から３つ目の４９６万６，０００円につき

ましては、引っ越しワンストップサービス実現のた

めのシステム改修費用で、翌年度に繰り越したもの

です。 

 １７１ページお願いします。１７１ページの真ん

中から少し下の個人番号カード交付事業費につき

ましては、マイナンバーカードの交付等に伴う関連

事務の委任に係る交付金で、地方公共団体情報シス

テム機構に支払いました費用で、国庫補助金の対象

でございます。前年度決算額よりも８７０万７，６

００円の減額となっておりまして、この理由につき

ましては、２０２１年９月からマイナンバーカード
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の発行及び交付につきまして、この情報システム機

構のほうが直接担うこととされましたので、その分

減額となっております。２０２１年度のマイナンバ

ーカードの年間交付枚数は、前年よりも約２，５０

０枚多い１万２，５１７枚を交付いたしております。 

 次、その４行下、戸籍住民基本台帳事務費（繰越

明許分）につきましては、住基ネットワークシステ

ムにおける国外転出者によるマイナンバーカード

の利用に係る対応回数の委託料とマイナンバーカ

ード等の所持者が住民異動等をした場合に変更事

項のほうを印字するカード券面印字プリンターの

ほうにつきまして、保守期限を迎えるために購入し

た費用でございます。いずれも全額国庫補助でござ

います。 

 続きまして、１８５ページをご覧ください。備考

欄の下から１１行目の国民健康保険事業特別会計

（事業勘定）繰出金につきましては、保険基盤安定

分、職員給与費分等を国保特別会計へ繰り出したも

ので、前年度より増額となった主な理由としまして

は、国保税軽減に対する保険基盤安定分が１，７３

５万１８９円増額したことによります。 

 続きまして１９３ページお願いします。１９３ペ

ージの最後の行、医療費助成事業費につきましては、

次のページの備考欄３行目、高齢期移行助成事業費

から、１枚めくって続きの子ども医療費助成事業ま

での６つの助成事業の費用額でございます。２０２

１年度の制度改正の変更点につきましては、貧困の

世代間連鎖の課題としまして、それに対応するため、

生活困窮世帯における子供の貧困対策の一つとし

て、７月診療分から非課税世帯のゼロ歳から中学３

年生までの乳幼児医療とこども医療の助成対象児

童の外来受診に係ります医療費の窓口負担を無料

化いたしました。福祉医療費助成事業全体の受給者

数につきましては毎年度減少傾向にありまして、２

０２１年度も減少しております。受給者の主な動向

につきましては、例年の傾向でありますが、乳幼児

等医療費助成対象者の減少に加えまして、２０２１

年度は母子家庭等医療費助成対象者の減少とこど

も医療費助成対象者の増加がありました。これは、

制度の変更を受けまして、母子家庭等医療費助成対

象者だった児童が、より有利になりました乳幼児等

またはこども医療費の助成対象移行にしているこ

とになります。また、全体の支給件数につきまして

は、前年度から約１万２，０００件、助成金額では

約２，１００万円の増加となっております。主に乳

幼児医療とこども医療費の助成の増加によるもの

でございます。この増加は、新型コロナウイルス感

染症予防対策による医療の受診控えによる影響の

反動によるものです。 

 それから、１９５ページの真ん中辺り、重度障害

者医療費助成事業費の医療費助成システム改修等

業務３３０万円につきましては、住民税の制度改正

に伴いまして、福祉医療費助成の受給資格の所得判

定に対するためのシステム改修でございます。そし

て、その下の乳幼児等医療費助成事業費の基幹シス

テム改修業務１８１万５，０００円につきましては、

本年７月から実施しておりますゼロ歳から３歳児

の外来医療費の自己負担額を無料とするためのシ

ステム改修の費用でございます。 

 続きまして、２０９ページお願いします。備考欄

の真ん中から少し下辺り、後期高齢者医療事業費の

負担金につきましては、兵庫県後期高齢者医療広域

連合に負担金として支払うもので、前年度よりも１

億４０２万８，８０５円の増加となっています。こ

れは、後期高齢者の被保険者数は微増ではございま

すが、被保険者１人当たりの医療費が上昇する見込

みから、算定基礎となる医療費が増加したためです。 

 続きまして、２１５ページお願いします。２１５

ページの繰越明許費欄、６つ目の３０２万５，００

０円につきましては、児童手当の法令改正に伴う児

童手当システム改修費用で、翌年度に繰り越したも

のです。 

 ２１７ページお願いします。下から１２行目の児

童手当給付事業費の児童手当の支給額につきまし

ては、前年度と比べまして支給対象児童数が年間延

べ３，５３８人減少したことによりまして、手当額

のほうが４，２０３万円の減少となりました。 

 続いて、２２９ページご覧ください。２２９ペー
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ジ５行目、子育て世帯への臨時特別給付金につきま

しては、新型コロナウイルス感染症の影響が様々な

人々に及ぶ中、子育て世帯を支援し、その未来を開

く観点から給付を行うこととされた給付金でござ

いまして、高校生の年代までの児童を養育する者に

対して、対象児童１人につき１０万円、１万１，６

０７人分の支給をいたしました。全額国庫補助対象

でございます。 

 同じページの不用額欄の上から２つ目の１億４，

９３０万円の不用額ですけれども、当該給付金の積

算に当たりまして、市外在住の児童であったり公務

員に養育されている児童など、対象児童数の把握が

できなかったために、予算を過大に見込んだことに

よります。また、２つ左隣の繰越明許費欄の１，０

００万円につきましては、支給対象児童の３月出生

子や振込不能者の支払いに対応するために翌年度

に繰り越すものです。 

 歳出は以上です。 

 次に、歳入でございます。３３ページをご覧くだ

さい。備考欄の４枠目、戸籍手数料から５行目のそ

の他手数料までの収入済額につきましては、前年度

に比べ１５１万２，４２０円の減額となっています。

この減少理由につきましては、人口減少の影響に加

えまして、様々な行政手続において住民票などの各

種証明書の添付がマイナンバー利用による情報連

携で不要になっている影響と思われますが、一方で、

相続関係証明となります除籍証明書の交付増加に

よりまして、戸籍手数料が微増となっているような

状況でございます。 

 ３５ページをお願いします。ページ下から３分の

１辺りの児童手当負担金ですが、児童手当支給に係

る国庫負担分でございます。前年度に比べまして児

童手当支給額が約４，２００万円減少したとこによ

りまして、負担金も約３，０００万円減少しており

ます。 

 ３７ページの３行目お願いします。マイナンバー

カード交付事業費補助金につきましては、マイナン

バーカード作成等に係るものでございます。その３

行下のマイナンバーカード交付事務費補助金とそ

の６行下の同じ補助金の繰越明許分につきまして

は、マイナンバーカードの関連事務の人件費と事務

経費に伴う国庫補助金で、補助割合は１０分の１０

でございます。また、その上の社会保障・税番号制

度システム整備費補助金（繰越明許分）につきまし

ては、住基ネットワークシステム改修に係る補助金

で、こちらも補助割合は１０分の１０でございます。

同じページの一番下、子育て世帯等臨時特別支援事

業費補助金につきましては、子育て世帯への臨時特

別給付金支給事業に対する国からの補助金で、補助

割合は１０分の１０です。 

 ４５ページをご覧ください。備考欄、上から空欄

を含めまして１１行目の高齢期移行助成事業費補

助金から、下がっていただいてこども医療費助成事

業補助金までが、福祉医療費助成事業の県補助金の

分でございます。 

 続いて、６１ページをご覧ください。繰入金でご

ざいます。備考欄の２枠目の国民健康保険事業特別

会計（事業勘定）繰入金及びその少し下のほうの後

期高齢者医療事業特別会計繰入金につきましては、

いずれも令和２年度の精算に伴う特別会計からの

繰入金です。後者のほうの後期高齢者医療事業特別

会計からの繰入金につきましては、高齢者の保健事

業と介護予防の一体化事業の補助金精算額を加え

て繰り入れてございます。 

 続いて、６３ページをご覧ください。備考欄の真

ん中辺り、地域振興基金繰入金のうち、市民課分に

つきましては４，２１７万９，０００円で、これは

福祉医療費の乳幼児等医療及びこども医療費助成

事業の市単独の上乗せ拡充分の財源として、地域振

興基金から繰り入れたものでございます。 

 ７９ページをご覧ください。上から９行目の後期

高齢者医療広域連合療養給付費負担金納付返還金

につきましては、令和２年度の精算に伴う返還金で、

前年度よりも２，０３４万８，０００円増額となり

ました。この理由といたしましては、負担金算定の

基礎となります療養給付費がコロナによる受診控

え等によりまして広域連合の療養給付費見込みほ

ど伸びがなかったために過大となったものでござ
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います。 

 最後に、財産に関する調書についてですけれども、

市民課は基金のみでございます。６０３ページをご

覧ください。下から５行目の国民健康保険財政調整

基金の決算年度末現在高につきましては、４億６，

７２９万６，０００円でございます。 

 市民課は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） それでは、生活環境

課分の歳出から説明させていただきます。 

 １０３ページをご覧ください。１０行目、基金管

理費のうち、財政調整基金積立金約１０億７，００

０万円のうち、交通災害共済組合が解散したことに

伴う返納金が１億７８６万４，６０４円積み立てら

れています。 

 １１５ページをご覧ください。人件費のうち、環

境審議会委員報酬２０万４００円は、審議会委員１

５名、４回の審議会開催分の費用です。 

 １１７ページをご覧ください。上から３行目、環

境政策推進事業費です。そのうち業務委託料、道の

駅「神鍋高原」に設置されている電気自動車急速充

電器の管理業務委託料として３６万２，１８５円を

支出しています。その下、再生可能エネルギー導入

戦略策定業務は、２０５０年二酸化炭素排出実質ゼ

ロを実現するため、市域の再生可能エネルギーの利

用可能量や温室効果ガス排出量の将来推計、再生可

能エネルギー導入目標、脱炭素化に向けた施策を検

討したものです。その２行下、ごみの減量・資源化

対策事業費ですが、このうち８行下の手数料１，５

３９万３，５２９円は、ごみ袋販売店への販売手数

料です。その下の行、業務委託料の指定ごみ袋等作

製業務は３，６６０万５，８００円を委託料として

支出しています。その５行下、補助金の項目の一番

下、資源ごみの集団回収促進費です。延べ５６２団

体に対しまして１，１８１万９，６７４円を補助し

ております。その下、太陽光発電システム導入補助

事業費ですが、補助金として個人向けに８５４万９，

０００円を、事業所向けに５９万７，０００円を支

出しています。なお、事業所向けは、令和３年度に

事業が開始となっています。個人向け、事業所向け

と合わせて、パネル、蓄電池７３件の補助を行いま

した。 

 １１９ページ、上から１１行目、木質バイオマス

導入補助事業費のうち、補助金として３７５万５，

０００円は、ペレットストーブ、まきストーブ合わ

せて２０件の補助を行いました。 

 次です。１３９ページをご覧ください。一番下の

枠、交通安全対策費です。人件費のうち、交通安全

対策会議委員報酬として１万７，６００円を支出し

ていますが、これについては５年に一度、交通安全

計画改定に伴う交通安全対策会議の委員報酬です。

 次に、１４３ページをお願いします。上から１２

行目、防犯対策事業費ですが、主なものとしまして

は、補助金のうち防犯灯整備費６５６万３，５７８

円は、区が設置している６６０基の防犯灯に対して

補助をしております。その下の防犯カメラ設置費１

０９万８，３００円ですが、これは防犯グループ等

が設置した防犯カメラに対して、県の随伴補助とし

て１４基分の補助をしております。 

 ２３１ページをご覧ください。保健衛生総務費、

人件費の委員報酬のパチンコ店等建築審査委員会

委員２万２，０００円ですが、パチンコ店等が改築

等される場合に開催される委員会で令和３年度対

象案件があったことで開催したものによります。 

 次に、２４５ページをお願いいたします。上から

５行目、クリーン作戦推進事業費です。このうち業

務委託料の海外漂着物回収処理等業務の委託料５

００万円です。これにつきましては県からの受託事

業で、陸から回収できない場所の漂着ごみを船で回

収を委託している費用です。次に、同じ枠に記載し

てありますグリーン作戦推進事業費です。主なもの

としましては、維持管理委託料として花壇等の管理

を１１団体に委託しており、その経費が２８万７，

０００円、あとは新川沿い、戸牧川沿いの柳等植栽

管理の経費として６２万７，０００円となっており

ます。 

 それから、２４７ページ、上から４行目、水質保

全対策事業費です。主なものとしまして、維持管理
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委託料です。公共用水域の水質管理としまして８２

万５，２２０円委託をしております。２２か所の水

質の検査を行っております。その２つ下の枠、３行

目の斎場管理費です。業務委託料の火葬等業務につ

きましては委託で行っております。１，７７１万円

です。少し下に補修工事費、枠の一番下のところで

すけども、補修工事費は火葬炉を４４４万円で火葬

炉の中の炉内の台車の耐火ブロックの積替え等の

工事を行っております。 

 ２５１ページをお願いします。一番上の枠の塵芥

処理事業費です。業務委託料ですが、ごみ収集運搬

業務１億７，４６１万４，０００円につきましては

計画収集の委託料で、市内を７地域に分けて委託を

行っております。１行飛ばしまして、大型動物死体

処理業務５３５万９，２００円につきましては、鹿

やイノシシの大型動物の処理を委託している分で

す。２０３頭分の処理費委託料です。その２行下、

負担金です。北但行政事務組合への負担金として２

億１，８９０万５，２３５円、これはクリーンパー

ク北但等の運営負担として支出している分です。そ

の下の項目としまして、最終処分場管理費です。４

行下の光熱水費につきましては、電気代、上下水道

代の料金として９６８万６，６９４円を支出してお

ります。その８行下、維持管理委託料は、運転管理

を委託しております分、１，２００万２，１００円

を支出しております。その９行下、旧清掃施設管理

費です。下から４行目、維持管理委託料です。第２

清掃センターと福住最終処分場の運転管理を委託

しております。４３１万９００円です。 

 ２５３ページ、３枠目のし尿処理費です。業務委

託料ですが、し尿の収集運搬業務を委託してる費用

で１，５１０万６６８円を支出しております。２，

２８８キロリットルの運搬を実施いたしました。そ

の下、負担金です。し尿につきましては豊岡浄化セ

ンターに受入れをしていただいておりますので、下

水道事業への負担金で１，３３６万４，５２８円を

支出しております。 

 続きまして、２８５ページをお願いします。下の

枠、消費者行政推進事業費です。これにつきまして

は、消費生活センターの相談員３名体制で設置して

おります。昨年度につきましては６００件の相談を

受け付けました。また、講座等による啓発活動に取

り組んでいるところです。 

 歳出については以上です。 

 続きまして、歳入です。２９ページをお願いいた

します。中段辺り７枠目の豊岡斎場の使用料２，１

７９万６，５００円につきましては、１，２０４件

分の使用料です。 

 続きまして、３３ページをお願いします。手数料

ですが、中段辺り、下から６枠目、ごみ処理手数料

につきましては、家庭系廃棄物の手数料として１億

３，８５５万２，５００円、これは計画収集のごみ

袋代として収集しております。その下、し尿処理手

数料としまして、くみ取り手数料、それから浄化槽

汚泥の処理手数料として合計で２，５４３万１，９

９９円の収入です。 

 次に、４９ページをお願いします。下から２枠目

です。金融広報活動事業市町村交付金と地方消費者

行政推進・強化事業費補助金、これにつきましては、

消費生活行政に対する県からの補助金です。 

 次に、５３ページをお願いします。上から１０行

目、真ん中辺り、大気汚染常時監視網管理委託金、

これは県からの委託を受けて監視をしております、

１３４万１，０００円です。その下、海岸漂着物地

域対策推進事業委託金５００万円につきましては、

海岸漂着物を処理する費用として県からの委託を

受けております。 

 ６１ページの上から１０枠目をご覧ください。太

陽光発電事業特別会計繰入金です。太陽光発電事業

の収支差益の一部を一般会計に繰り入れ、環境政策

に関わる事業に充当しています。 

 ６９ページをお願いいたします。雑入です。下か

ら１５行目になりますが、委託料の５項目め、大型

動物死体の処理としまして５０５万８，２４０円、

これは国県道分の大型動物の処理につきまして、国

県から委託料として受けております。１６８体分の

委託を受けております。 

 次に、７３ページをお願いします。下から１５行
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目、事業負担金の豊岡最終処分場の負担金２，９６

７万２，４４９円は、北但行政事務組合から最終処

分場の管理経費分として負担いただいてる分です。

その下、汚泥処理負担金１，０３５万７，３２１円

につきましては、クリーンパーク北但へ下水の汚泥

を投入しておりますので、その分、その下水道事業

から負担金を受けております。 

 ７５ページをご覧ください。中段辺り、２２行目

です。電気車両充電インフラ普及事業支援金として

４３万８７４円、これは先ほども歳出で申し上げま

した道の駅「神鍋高原」に設置してます電気自動車

急速充電器の必要経費の一部と使用実績に応じて

支援金を頂いております。その下、７行目、再生可

能エネルギー導入戦略策定費補助金は、策定業務に

係ります１０分の１０の補助金です。 

 ７９ページをご覧ください。一番上、兵庫県市町

交通災害共済組合設立基金分配金は、２０２１年度

末をもって解散となった同組合の分配金です。 

 ８１ページをご覧ください。上から４枠目の清掃

施設整備事業債は、クリーンパーク北但施設内南側

のり面崩落対策工事に係る起債です。 

 歳入については以上です。 

 続いて、財産の部分で６０３ページをお願いしま

す。６０３ページ、基金の状況です。下から１４項

目めの暴力団対策基金につきましては、利息分の増

ということで、年度末現在高は５９８万５，９１３

円となっています。 

 市民生活部の説明としては以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。質

疑、意見等はありませんか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 太陽光パネルの設置補助事業

８０件が個人でも、事業者も、いや、いいんです。

それで、そのうち契約の相手先の事業者さん、但馬

内なのか外なのかって件数分かりますか。 

○分科会長（田中藤一郎） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） すみません、今ちょ

っと持ち合わせておりませんが、感覚的に今は市外

の業者さんのほうが多いと思います。 

○委員（義本みどり） 市じゃなくて但馬。急ぎませ

んので、また教えてください 

○生活環境課長（成田 和博） 承知しました。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほか、何かありませ

んか。 

 前野委員。 

○委員（前野 文孝） ２５１ページの最終処分場の

管理費の件なんですけども、多分雨水の入り込みを

減らすような工事はなされたと思うんですが、その

後の経過というのはどんな感じで評価されてます

か。 

○分科会長（田中藤一郎） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） 今、前野委員がおっ

しゃってるのは、滝の第２清掃センターの雨水の工

事ですね。あれは３つ谷があって、１つのところを

擁壁みたいなのをつけて、山から入ってくる水を抑

えることによって中の水質を安定させようという

工事だったんですが、その後、数字的な改善が見ら

れなくて、もうしばらく様子を見ようということに

なってます。 

 あと２つ谷があるんですけども、その谷を塞いだ

からじゃあ水質が安定するかということもちょっ

と分からないので、今のところはちょっと様子を見

るということになってます。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 前野委員。 

○委員（前野 文孝） よく見といてください。雨水

が減ると逆に濃度は高まってくる可能性もありま

すので、どっちがいいのかというのは総合的にやっ

ぱりちゃんとした専門家に測っていただいて、適時

またご報告いただけたらという、これは要望としと

きます。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほかありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １１７ページ、脱炭素化に向

けた再生エネルギー策定事業に補助金頂いていら

っしゃるんですけども……（「百何ページだった」

「１７ページ」と呼ぶ者あり）１１７だったと思う

んですが、これ策定の計画みたいなんがもしあるん

だったら、後でその辺を。 
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○分科会長（田中藤一郎） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） お持ちしますし、ホ

ームページでも公開させていただいてますので、ま

たそちらもご覧いただけたらと思います。昼からま

た上がってきますんで。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほか。 

 どうぞ。 

○委員（上田 伴子） もう１点、大型動物の処理の

ことで、市では２０３頭分、２５１ページ、あと、

県のほうのは何ページか忘れたんですけども、１６

８体というのは、これは大体鹿とかイノシシとか、

それに類するような大型動物だと思うんですけれ

ども、今の状況ですごく計画的な捕獲頭数はすごく

多いと思うんですけども、あとの分はどういうよう

な処理をされてるんでしょうか。 

○分科会長（田中藤一郎） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） 生活環境課のほうで

処理をしてますのは、主に国県道で車にひかれた等

で死亡したものを処理をしてます。ですので、農林

水産課がやってます有害駆除のほうは……（「それ

とは違うんですね」と呼ぶ者あり）ちょっと違いま

す、はい。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○分科会長（田中藤一郎） 芹澤委員。 

○委員（芹澤 正志） 注射器の漂流って何か影響は

あったんですか。 

○分科会長（田中藤一郎） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） ２月末ぐらいに分か

った上で対応させていただきまして、前回の委員会

のときか何かに本数をたしかご紹介させていただ

いたと思いますが、特にそのことでけががあっただ

とかということは聞いてなくて、やっぱり初動で地

元の方だったりとかに回収していただいたことが

功を奏したというふうに実感しております。以上で

す。 

○分科会長（田中藤一郎） 芹澤委員、よろしいです

か。 

○委員（芹澤 正志） 結構です、はい。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほか、ないですか。

大丈夫ですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） 質疑を打ち切ります。 

 分科会を暫時休憩します。 

   午前１１時５３分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時５３分 委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） 委員会を再開します。 

 次に、第８４号議案、令和３年度豊岡市国民健康

保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） それでは、第８４号議案、

令和３年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業

勘定）歳入歳出決算の認定につきましてご説明をさ

せていただきます。 

 決算書の４２３ページをご覧ください。総括表で

す。歳入総額は９０億２，５０９万１，８４４円、

歳出総額は８８億９，４５５万８，１１８円、歳入

歳出差引き額は１億３，０５３万３，７２６円とな

りました。この残額は翌年度へ繰り越しいたします。 

 残額が生じました主な理由といたしましては、歳

入では国民健康保険税の税率算定時の現年度課税

分の予定収納率よりも実際の収納率が２ポイント

高かったことによります。それから、保険給付費等

交付金のうち、令和４年２月診療分に係る普通交付

金の概算交付金と確定額に差額が生じておりまし

て、その剰余金があること。また、歳出のほうでは、

保険給付費及び保険事業費の支出減少があったこ

とと予備費の未執行によることによります。 

 それでは、令和３年度主要な施策の成果を説明す

る書類によりまして、事業の概要についてご説明い

たします。 

 ４０ページをご覧ください。まず、概況です。令

和３年度の国民健康保険事業は、豊岡市国民健康保

険運営協議会のほうから答申いただきました基本

方針に基づき、事業を運営いたしました。平均被保
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険者数は１万７，７６５人でございまして、前年度

から２９０人の減少、対前年度比では１．６％の減

少となりました。被保険者の年齢構成では、６５歳

以上の被保険者の割合が前年度よりも３．１ポイン

ト高くなっております。 

 療養給付費と療養費を合算いたしました医療費

総額は６８億８，８１６万６，０００円で、前年度

に対し２．７％の増加、保険者負担額は５０億８，

９３７万５，０００円で、前年度に対し３．３％の

増加となりました。 

 また、被保険者１人当たりの医療費総額は３８万

７，７３８円で、前年度実績に対しまして４．４％

の増となりました。同じく１人当たりの保険者負担

額では２８万６，４８３円で、５％の増となってお

ります。 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染

予防対策による受診控え等の影響で受診件数、医療

費ともに減少しておりましたが、令和３年度は受診

のほうが戻ってきておりまして、その反動から、１

人当たりの受診件数、医療費とも増嵩しているよう

な状況でございます。 

 歳出の主なものは、県へ支払う国民健康保険事業

納付金が２５億４，７３３万４，０００円で、４．

７％の増となりました。また、平成２０年度から実

施しております特定健診につきましては、令和２年

度と同様に、新型コロナウイルス感染症の感染予防

対策をしながら例年どおり計画に沿って、すこやか

市民健診の集団健診と登録医療機関での個別健診

を実施しまして、その結果を基に特定保健指導も実

施いたしております。特定健診の受診者は、令和２

年度よりも開始時期を２か月早めたことによりま

して、５８０人増えてございます。 

 また、後発医薬品の普及啓発では、利用差額通知

を例年同様に実施いたしております。数量ベースで

の普及率は僅かに上昇いたしました。 

 次の４１ページをご覧ください。実績の収支状況

です。２０２０年度、２０２１年度の国保会計決算

の収支状況と増額を記載しております。２０２１年

度の歳入の決算額では、前年度に比べ３億８，１５

０万８，０００円増加しました。歳出の決算額では、

前年度に比べ３億６，７９２万４，０００円増加し

ております。一番下の歳入歳出差引きでは、前年度

に比べ１，３５８万４，０００円の増となりました。 

 続きまして、次のページ、４２ページをご覧くだ

さい。保険給付費等の一般状況についてご説明いた

します。２０２１年度の上から４行目です。保険給

付費の医療費総額の受診件数は２９万６６４件と

前年度比４．７％の増で、費用額はその下、６８億

８，８１６万６，０００円と前年度比２．７％の増

となりました。１件当たりの医療費では約４５０円

安い状況となっておりますが、２０１９年度のコロ

ナ流行前に近い金額となっております。また、１人

当たりでは約１万６，４００円高い状況でございま

す。次の高額療養費につきましては、該当件数が１

万３，０８８件で、費用額が７億５，７２８万２，

０００円となりました。前年度に比べ件数は増えま

したが、費用額は減少となりました。１人当たりの

費用額といたしましては５，０００円安くなってい

る状況です。次の出産育児一時金と葬祭費は減少と

なりました。次の下の結核医療給付費給付金につき

ましては、該当者がございませんでした。傷病手当

金の支給では、新型コロナウイルス感染症による療

養期間が無休のために支給申請された方が２人ご

ざいました。 

 下の行の国保税現年度分につきましてですが、収

納率は医療分が９５．８％、後期高齢者支援分が９

５．７％、介護分が９３．３％で、現年度分合計と

しましては９５．５％となり、前年度とほぼ同じ状

況です。 

 歳入歳出の決算事項別明細につきましては、決算

書の４２８ページから４５１ページに記載してご

ざいますので、ご清覧ください。 

 続きまして、決算書の５８２ページをご覧くださ

い。決算書の５８２です。実質収支に関する調書に

ついてご説明いたします。左から２列目の特別会計

の国民健康保険事業特別勘定です。実質収支額は１

億３，０５３万４，０００円の黒字となっておりま

す。 
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 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明を終わりました。質疑

はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 今の第８４号議案、国民健康

保険事業特別会計に係る決算について、反対の立場

で意見を申し上げます。 

 当初予算の中で申し上げていましたように、国民

健康保険加入者の多くはコロナの影響を大きく受

けている個人事業者や年金生活者です。特に飲食業、

小売販売業、建設業、農林漁業者の暮らしは、コロ

ナにより大きな打撃を受けています。 

 ２０１８年度より国保会計が県に一本化された

ことにより、県下に同一所得・同一保険料を目指す

として、県に対する納付金を各自治体の医療給付費

を無視して納付金額を決めてきます。豊岡市では医

療費を低く抑えてきたのに、納付金に反映されない

ばかりか、阪神間に比べて但馬地域は低い賃金水準

であり、低い所得状況にあるのに、同一所得・同一

賃金・同一保険税は二重に市民に負担を求めるもの

であります。 

 県から求められた納付金総額２５億４，７３３万

４，２０３円、前年度より１億１，５４９万５，７

５８円の増でした。被保険者が減少している中での

納付金の金額増加ですから、税として引き上げざる

を得ない状況です。 

 社会保障制度として今後健康保険、国保被保険者

の暮らしと健康を守ることは自治体の責任です。引

下げのために基金投入されましたが、それでも平均

７．９％、１人当たり７，８０１円の大きな値上げ

でした。１人年間１０万円を超える額となります。

国保税の急激な値上げを抑えるためにさらに基金

を取り崩すしか方策はありませんでしたが、さらに

基金を１億円取り崩すと基金が底をつくというよ

うな答弁がありました。しかし、基金をさらに増額

しても、基金は残るという状況があります。 

 税引上げを一定程度抑えることを求めて提案さ

れた予算案でしたが、なお引上げ幅が大きく、反対

していたので、この決算には反対の意見とします。

以上です。 

○委員長（田中藤一郎） そのほか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 私は賛成の意見を申し上げた

いと思いますけれども、国保制度は、豊岡市の大変

重要な基本的な医療保険制度でございまして、まず

国保運協でも民間の人にもしっかりと審議に入っ

ていただいて決定をされております。コロナ禍の話

もございましたけれども、市当局もコロナ対策につ

いて大変意を用いており、そういったことも踏まえ

て、昨年の６月に議決をされた予算でございます。 

 よって、私としては賛成の意見を申し上げたいと

思います。以上です。ちょっと簡単過ぎますけど。 

○委員長（田中藤一郎） いえ、大丈夫です。 

 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 本案は、原案どおり認定すべきことに賛成の委員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（田中藤一郎） 賛成多数により、第８４号

議案は原案どおり認定すべきものと決定しました。 

 昼になります。委員会を暫時休憩します。 

午後０時０８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時０１分 委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） それでは、昼からもよろし

くお願いします。委員会を再開します。 

 次に、第８６号議案、令和３年度豊岡市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） 第８６号議案、令和３年

度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてご説明いたします。 

 決算書の４６７ページをご覧ください。総括表で
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す。歳入総額は１３億５５２万７，４５２円、歳出

総額は１２億７，７１５万１，５０５円で、歳入歳

出差引き額は２，８３７万５，９４７円となりまし

た。この残額は、翌年度へ繰り越しいたします。 

 それでは、事業の概要につきまして、令和３年度

主要な施策の成果を説明する書類でご説明いたし

ます。４６ページをお願いします。あちこち飛んで

すみません。１の概況です。平成２０年度から始ま

りました後期高齢者医療事業は、兵庫県後期高齢者

医療広域連合と連携いたしまして実施しておりま

す。 

 令和３年度末の被保険者数は１万４，３９６人で、

前年度末から３５人増加いたしました。７５歳の到

達による資格取得などの資格申請や負担限度額以

上に支払った場合の高額療養の申請など各種申請

書等の受付状況は、資格関係で２，４７８件、給付

関係では３，９５８件で、被保険者数がほぼ横ばい

だったので、いずれの申請受付件数も微増の状況で

した。 

 次に、保険料の徴収につきましては、滞納繰越分

を含む全体の収納率では、前年度と同じく９９．

６％となっています。現年度分の収納率では特別徴

収が１００％、普通徴収が９９．２％で、収入未済

額は２２３万３，０００円となりました。また、滞

納繰越分につきましては、催告書を４回送付すると

ともに、短期証更新時に納付相談を行いまして滞納

解消に努めた結果、収納率で４４．０％、収入未済

額は１４２万１，０００円となりました。 

 次に、４７ページをご覧ください。２の実績です。

まず、収支状況について、表の決算額の２０２１年

度の欄でご説明いたします。 

 歳入の主なものですが、保険料は９億４，３５３

万２，０００円で、前年度に比べ８５８万４，００

０円減少いたしました。３行目の繰入金３億２，４

３５万円につきましては、一般会計からの事務費繰

入金、保険基盤安定繰入金及び職員給与費等繰入金

の合計額でございます。このうち保険基盤安定繰入

金につきましては、保険料軽減分で県が４分の３、

市が４分の１を負担いたしますが、県負担分を一般

会計で歳入しまして、市負担分と合わせて後期高齢

特別会計のほうに繰り出しております。諸収入の主

なものは、高齢者の保険事業と介護予防の一体化事

業費委託料７９３万３，７３１円で、兵庫県後期高

齢者医療広域連合からの入金でございます。その下

の国庫支出金ですが、２０２１年度につきましては

システム改修等の補助対象事業がありませんでし

たので、ゼロ円ということです。 

 次に、歳出の主なものですが、総務費３，１３０

万４，０００円は人件費、一般管理費及び徴収事務

費でございます。その下の後期高齢者医療広域連合

納付金１２億３，４６８万２，０００円につきまし

ては、徴収した保険料や保険基盤安定繰入金を広域

連合に納付するものでございます。４行目の諸支出

金１，１１６万５，０００円は、過年度分保険料の

過誤収納金還付金と令和２年度決算確定等により

ます一般会計繰出金等でございます。 

 よって、歳入歳出差引きの２，８３７万６，００

０円を次年度に繰り越しいたします。この金額につ

きましては、決算確定による一般会計繰入金の精算

分と出納整理期間に徴収いたしました保険料で、保

険料については令和４年度に広域連合に納付する

こととなります。 

 歳入歳出の決算事項別明細につきましては、歳入

歳出決算書のほうの４７０ページから４７９ペー

ジに記載してございますので、ご清覧ください。 

 続きまして、決算書のほう、５８２ページをご覧

ください。実質収支に関する調書についてご説明い

たします。左から４列目の特別会計の後期高齢者医

療事業でございます。実質収支額は２，８３７万６，

０００円の黒字となっております。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。質疑

はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり認定すべ
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きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第８６号議案は、原案どおり認定すべきもの

と決定しました。 

 次に、第８９号議案、令和３年度豊岡市霊苑事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） それでは、令和３年

度豊岡市霊苑事業特別会計歳入歳出決算について

ご説明いたします。 

 決算書の５５７ページをご覧ください。歳入総額

は２，１１１万７，１０４円、歳出総額は１，２１

０万２，８８６円、歳入歳出差引き額は９０１万４，

２１８円で、令和４年度への繰越額となります。 

 事業の概要を説明いたしますが、別冊の主要な施

策の成果を説明する書類のほうをご覧ください。５

９ページをお願いいたします。まず、西霊苑です。

総区画数１，３１１区画のうち、未使用区画数は令

和２年度末には６５区画でした。令和３年度に２０

区画の返還があり、新規に７区画の使用許可をいた

しましたので、７８区画が次年度への繰越数となり

ました。 

 次に、東霊苑です。第１期工事分３２３区画のう

ち、未使用区画数は令和２年度末には１９０区画で

した。令和３年度は新規に７区画の使用許可を行い

ましたので、１８３区画が次年度への繰越数になり

ました。 

 主な工事、事業概要といたしましては、霊苑の整

備、保全に要する資金の確保を目的に設置した霊苑

整備基金に５８８万８，２１２円を積み立てました。

工事の内容としましては、６０ページで西霊苑で通

路、擁壁、トイレ等の補修、修繕、東霊苑で門扉の

修繕を実施いたしました。 

 歳入歳出決算事項別明細につきましては、決算書

５６０ページから５６３ページに記載しておりま

すので、ご清覧ください。 

 続いて、財産の部分で６０３ページをお願いいた

します。基金の状況です。一番下、霊苑整備基金に

ついては、特別会計の収支決算分の差額と利息分の

増ということで、年度末残高は４，９２７万３２０

円です。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり認定すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第８９号議案は、原案どおり認定すべきもの

と決定しました。 

 次に、第９１号議案、令和３年度豊岡市太陽光発

電事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） それでは、令和３年

度豊岡市太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算に

ついてご説明いたします。 

 決算書の５７３ページをご覧ください。歳入総額

は１億１，９４０万７２０円、歳出総額は１億１，

３３４万３，４０９円、歳入歳出差引き額は６０５

万７，３１１円で、令和４年度への繰越額となりま

す。 

 最初に、歳出について説明いたします。決算書の

５７９ページをお開きください。上から６枠目の基

金積立金は、将来の大規模修繕と運用を終えた施設

の撤去に備えて積み立てるものです。その下から５

８１ページにわたって記載の山宮、但馬空港、竹貫

３施設に係る施設管理費については、山宮と竹貫は

施設が市所有物件です。山宮の維持管理委託料３８
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６万６，６６４円、竹貫分２８９万８，７８４円を

それぞれ支払っています。但馬空港については、リ

ース物件のため、太陽光発電設備借り上げ料１，９

６３万５，０８４円を支払っています。 

 ５８１ページ中段の一般会計繰出金５，４６５万

８，０００円については、山宮と竹貫の差益を利用

して市の環境政策の財源として活用するものです。 

 次に、歳入です。５７７ページをご覧ください。

上から４枠目、電力売払い収入です。３つの発電所

で１億６０７万９，４８４円の売電収入を得ていま

す。 

 事業の概要についてですが、別冊の主要な施策の

成果を説明する書類６２ページに各発電設備の概

要、実績を記載していますので、ご清覧ください。 

 続いて、財産です。６０３ページをお願いいたし

ます。基金の状況です。下から２枠目、太陽光発電

事業基金については、特別会計の収支決算差額分と

利息分の増ということで、年度末残高は１億１３３

万７，３５７円です。 

 説明は以上です。 

○委員長（田中藤一郎） 説明は終わりました。質疑

はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

○委員（福田 嗣久） これに対しての質疑はいいん

だけど、さっきの決算の……。 

○委員長（田中藤一郎） どうぞ、福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ８８０万のあれはもう説明し

てくれへんのか。策定業務はどんなことして、２０

５０年にゼロに持っていくということは。業務の説

明はこっちが言いなったんかいな。業務のどんなこ

とを策定したのか教えてくれへんのかね。ちょっと

元へ返るような話で申し訳ないけど。 

○委員長（田中藤一郎） 太陽光。 

○委員（福田 嗣久） いえいえ、太陽光じゃなかっ

た。（「一般会計」と呼ぶ者あり）うん、一般会計

だな。８８０万だったわな。あれも大事なこっちゃ

で、ちょっと説明してえな。誰が質問しなったか忘

れたけど。 

○生活環境課長（成田 和博） 先ほど上田委員のほ

うから申し受けております、されたものについては、

ちょっと印刷が間に合わなかったので持ってこれ

ないということです。 

 それで、福田委員のおっしゃってる策定業務の内

容なんですけども、２０５０年に二酸化炭素の排出

実質ゼロを実現するために、市域ですね、豊岡の市

域の再生可能エネルギーの利用可能量や温室効果

ガスの排出量の将来推計、これから将来的にどれぐ

らい排出量が数値が出てくるかということ、それか

ら再生可能エネルギー導入目標ですね、豊岡市の中

で一体どんな再生可能エネルギーが利用可能なの

かということのポテンシャルの調査を行っていま

す。 

 具体的に申し上げますと、太陽光発電が一番ポテ

ンシャルが高くて、ちょっと、４８％だったかな。

それからバイオマス熱利用が、木質バイオマスの熱

利用が４０％、それでもうほぼ９割近くになってま

すので、あと水力発電ですとか風力とかあるんです

けども、いろんな事情がある中で、豊岡では仮に再

生可能エネルギーを導入するに当たっては、太陽光

発電と木質バイオマスの熱利用というのが一番ポ

テンシャルが高いというようなことの内容になっ

てます。 

○委員長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 大体４８と４０で分かりまし

たけれども、私はいつも思うんだけども、市民であ

る我々が具体的に本当、どういう目標でどうしたら

いいんかというのを前も聞いたと思うんだけども、

その辺がちょっとまだよく分かりにくいんでね。 

○委員長（田中藤一郎） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） 今の福田委員のご質

問につきましては、たしか４月の事務概要説明をさ

せていただいた際にご質問を受けておりまして、そ

のすぐ後に、すぐ後にホームページのほうで市民の

皆さんはこういうふうにすれば、利用するというこ

とよりも節約できますよ、省エネルギーに関われま

すよというようなことのページを公開させていた

だいてますので……（「そうだった。それは失礼し

ました」と呼ぶ者あり）いえいえ。 
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 そういったことで、どんなエネルギーを使いまし

ょうということではなくて、まずはエネルギーを省

エネしましょう、節約しましょうということをした

上で、そのさらに節約した中で再生可能エネルギー

をどんどん充てていきましょうという考え方で向

かってますので、そういうふうにご理解いただいた

らいいと思います。 

○委員長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ほんならホームページは分か

りましたけども、ほんでも紙ベースでおくれね。 

○委員長（田中藤一郎） 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） そしたら、またそれ

はお持ちします。 

○委員（福田 嗣久） 上田さんにも、皆さんにもえ

えし。私は要らないいう人は要らないでよろしいで

ね。 

○委員長（田中藤一郎） 皆さんにお配りください。 

 それでは、そのほか質疑ありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案どおり認定すべ

きものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、第９１号議案は、原案どおり認定すべきもの

と決定しました。 

 以上で市民生活部、各振興局における審査を終了

いたします。 

 市民生活部、各振興局の皆さんは、退席していた

だいて結構です。お疲れさまでした。 

 委員会を暫時休憩します。 

午後１時２０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時２４分 分科会再開 

○分科会長（田中藤一郎） 分科会を開会します。 

 それでは、第８３号議案、令和３年度豊岡市一般

会計歳入歳出決算の認定について、地域コミュニテ

ィ振興部所管分を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。 

 歳出、続いて所管に係る歳入、財産調書の順でお

願いします。 

 審査時間に限りがありますので、所管事項を逐一

説明するのではなく、新規事業や平年と比較して変

化の著しい事業等を抜粋して説明願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。 

 なお、説明の際は、該当のページを委員が開いた

か確認しながら説明願います。 

 発言の最初に、課名と名字をお願いします。 

 質疑は、説明が終わった後、一括して行います。 

 それでは、地域コミュニティ振興部、お願いしま

す。 

 旭課長。 

○生涯学習課長（旭  和則） 私からは、生涯学習

課が所管する事業の決算についてご説明をいたし

ます。 

 決算書のほう、１０３ページをお願いいたします。

上から１０行目、基金管理費についてご説明をいた

します。そこから６行下、財政調整基金積立金１０

億６，９８９万４，６０４円のうち、２２３万円は

子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭へ市民の

方々からご寄附をいただいており、その分を積み立

てました。 

 続きまして、決算書１４９ページをお願いいたし

ます。中ほど辺り、子どもたちが豊岡で世界と出会

う音楽祭開催事業費についてご説明いたします。音

楽祭は、令和３年６月１日から６日までの６日間、

市内８小学校での学校訪問コンサート、就学前の子

供たちを対象にした子どもたちのためのコンサー

ト、市内７か所での街角コンサート、初めて期間中

に通しで開催した稽古堂イブニングコンサート、最

終日、グランドフェスティバルなど、延べ３２の企

画で３，１８５人にすてきなクラシック音楽を届け

ました。そのために支出した経費が６６８万５，２

５０円となっております。主なものといたしまして
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は、事業委託料となっております。 

 続きまして、３７３ページをお願いいたします。

下から５行目でございます。生涯学習サロン整備事

業費（繰越明許分）についてご説明をいたします。

続いて３７５ページ、２ページ進んでいただいて３

７５ページをご覧ください。一番上、投資委託料２

０６万２，５００円は、アイティ４階、７階の一部

を生涯学習サロンとして改修整備するための設計

監理費です。その下、整備工事費６，５４７万２，

０００円は、改修整備に係る建築、電気、機械工事

等、千代田町の旧店舗跡に整備した屋外交流広場の

整備に係る経費です。そこから３行下、負担金１９

９万８，７００円は、アイティエレベーターのフロ

ア停止時間帯の設定変更に係る改修経費を負担し

たものでございます。 

 なお、整備工事及び同管理業務は、６月１８日に

完了し、６月２５日に竣工式、同２８日にオープン

を迎えました。 

 続きまして、３８３ページをお願いいたします。

下から７行目でございます。図書館管理費です。そ

こから２ページまた進んでいただいて、３８５ペー

ジ、中ほど辺りです。業務委託料のうち、図書館情

報システム更新業務１，４８３万５，７００円は、

図書館情報システムが前回の更新から５年が経過

し、システムを更新した経費です。セルフ貸出しが

可能となる等の利用者サービスの充実とセキュリ

ティー向上を行いました。 

 続いて、３９７ページをお願いいたします。上の

枠、１１行目でございます。植村直己冒険館管理費

についてご説明いたします。そこから４行下の業務

委託料でございます。設計・建設モニタリング業務

に係る１５６万６，４００円は、事業契約書に定め

る内容のとおり設計、施工されているかどうか、監

視、検査を行う経費です。そこから７行下、植村直

己冒険館機能強化事業費（繰越明許分）において、

２０２０年度分として４５８万３，７００円を合わ

せて支出して、業務は完了いたしました。 

 続きまして、歳入です。決算書の４１ページをお

願いいたします。上から６つ目の枠の一番下段でご

ざいます。文化芸術振興費補助金のうち２１１万７，

０００円は、子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽

祭に交付されたものです。 

 続きまして、５１ページをお願いいたします。下

から２枠目、ひょうご地域創生交付金（繰越明許分）

のうち、３７７万３，０００円を生涯学習サロン整

備事業費に交付されたものでございます。 

 続きまして、５９ページをお願いいたします。下

から５枠目、社会教育事業費寄附金１０万円は、市

民の方から生涯学習サロンの施設充実のため、寄附

をいただいたものでございます。 

 続きまして、６１ページをお願いいたします。下

から４枠目、財政調整基金繰入金のうち４５６万円

は、子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭開催事

業費に充てております。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（田中藤一郎） 原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） 私からは、

文化・スポーツ振興課のうち、令和３年度、スポー

ツ振興課所管分について説明させていただいて、そ

の後に引き続いて大岸参事のほうから文化振興課

所管分についての説明となりますので、ご了承くだ

さい。 

 まず、歳出の部で４０５ページをお開きください。

一番下のほうにあります学校開放事業費でござい

ます。こちらにつきましては、２０２１年度決算２，

９８０万７，７３４円、２０２０年度の決算が５２

８万円ほどでしたので、２，４５１万９，０００円

ほどの増となっております。 

 ４０７ページを見てやってください。上から３行

目に整備工事費というものがございます。こちらに

つきましては、日高小学校の夜間照明をＬＥＤ化に

改修したというようなものでございます。 

 引き続き４０７ページでございます。その少し下

にオリンピック・パラリンピック推進事業費という

のがございます。こちらにつきましては、２０２０

年度の決算額１５３万４，０００円ほどに対しまし

て２０２１年度の決算額が２，８７４万１８０円と

なっておりまして、２，７２０万５，７５８円の増
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となっています。大きなものにつきましては、ちょ

うど中段ぐらいにございますが、会場借り上げ料、

これはドイツ代表チーム、それからスイス代表チー

ムの合宿期間中の食事会場代などとなってます。そ

の下にも自動車借り上げ料というのがございます

が、こちらも空港から例えば豊岡、それから選手村

等への移動に係るバス等の車両借り上げ料になっ

ております。また、その下に建物借り上げ料として

ございますが、こちらにつきましては、フロア単位

で貸し切らないといけないという当時の、今もそう

なのかもしれませんが、いわゆる一般の方との距離

を保つために３フロアほど空き室を全部確保しな

いといけないというようなことで、そういったもの

に費用がかさんでございます。これらにつきまして

は、ドイツの選手団については２８名、それからコ

ーチ１６名、スイスは１１名、コーチが７名という

ことで６２名になるんですけども、この方々の宿泊、

食事、専用車両による移動、それから合宿における

コロナ対策等に関して、ホストタウンにおける先ほ

ど言いました社会的距離を保つ感染症対策という

ことで求められたためでございます。そのすぐ下の

ほうに負担金の項目がございます。こちらにつきま

しては、合宿、いわゆるホストタウンの関係に関す

る実行委員会であります豊岡２０２０スポーツ実

行委員会へ６７２万５，３６３円、それから聖火リ

レーの関係でございます。実行委員会のほうに２４

３万２，６５２円を支出しております。ホストタウ

ンの関係につきましては、いろいろボートのコース

を張るための道具だったりとか警備だったりとか、

いろんな巡回、会場内の巡回バスの使用料なんかに

執行しておりますし、聖火リレーにつきましては実

際豊岡で行われなかったんですけども、いろいろ事

前の啓発だったりとかスタッフのグッズだったり

とかというようなことで執行をしておるところで

ございます。 

 続きまして、４０９ページでございます。ちょう

ど３枠目の一番最初から２つ目ですね、豊岡総合体

育館管理費というのがございます。こちらにつきま

しては、２，７７２万７，３９０円ということで、

前年度、２０２０年度の決算が８８１万円ほどだっ

たのに対しまして１，８９１万３，７７７円増とな

ってございます。そのすぐ３行ほど下に投資委託料

というのがございます。こちら、総合体育館の長寿

命化計画に基づく実施設計の費用ということにな

ってございます。 

 続きまして、少し飛びますが４１３ページでござ

います。一番上に出石野球場管理費というのがござ

います。こちらにつきましては１，４４６万８，８

９４円という決算額で、２０２０年度が５２１万９，

０００円ですので、９２４万９，８９４円増という

ことになってございます。これにつきましては、そ

このすぐ４行ほど下に土地購入費ということで、土

地開発基金の用地を買い戻したというようなこと

でございます。もともと野球場用地として活用され

ている土地の分ということでございます。それから、

同じく４１３ページのちょうどそのすぐ下になり

ます、玄武洞スポーツ公園の管理費でございます。

２０２１年度決算額６９７万７，４８６円というこ

とで、２０２０年度の決算額２３３万１，０００円

ほどに対しまして４６４万６，４４０円増加してご

ざいます。これにつきましては、この施設は田鶴野

地区振興協議会を指定管理者として指定管理施設

に移行したことによるものでございます。同じくそ

のすぐ、神美台スポーツ公園のまたその下でござい

ます。ちょうど中段ぐらいに城崎スポーツ広場管理

費というのがございます。こちらにつきましては３

１５万６，６９０円ということで、２０２０年度の

決算額１３１万何がしに対しまして１８４万５，８

３５円増加してるんですけども、ちょうどすぐ下の

ほうに汚水管の補修工事ということで行ったこと

によります。 

 歳出は以上でございます。 

 続いて、歳入についてご説明をさせていただきま

す。４０ページをお開きください。下から５つ目の

ところに地方創生臨時交付金というのがございま

す。こちらにつきましては、このうちのスポーツ振

興課所管分として、先ほどの説明しましたオリンピ

ック・パラリンピックの感染症対策関係で２８０万
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円というものが含まれてございます。 

 続きまして、少し飛びますが５０ページをお開き

ください。ちょうど真ん中より少し下にホストタウ

ン等新型コロナウイルス感染症対策事業交付金と

いうのと聖火リレーの補助金というのがございま

す。このホストタウンの感染症対策事業交付金につ

きましては、先ほど説明いたしました感染症対策に

かかってる経費について、それが交付金として交付

されたものでございます。それから、その下のオリ

ンピック聖火リレーの補助金につきましては、兵庫

県聖火リレー実施に係る準備とか運営だとか、そう

いったものについて兵庫県との負担協定を締結し

ておりまして、かかった費用について全額を補助い

ただいてるというものでございます。 

 続きまして、少し飛びます。７５ページをお開き

ください。一番下のほう、６行目、７行目ぐらいに

オリンピック・パラリンピックの関係の事業協賛金

というのがございます。これにつきましては、市役

所内に自動販売機を設置しまして、パラリンピック、

オリンピックをＰＲするということで設置業者か

ら協賛金を頂いてるというものでございます。それ

から、そのすぐ下、下から４行目にスポーツ振興く

じ助成金というのがございます。これにつきまして

は、先ほどの歳出で説明いたしました日高小学校の

夜間照明のＬＥＤ化改修に１，８９７万７，０００

円、それから戸牧の総合スポーツセンターの投てき

用囲いというのも購入いたしまして、こちらにつき

ましても４５１万４，０００円を助成をいただいて

るというものでございます。 

 続きまして、８５ページでございます。中段辺り

に保健体育施設整備事業債というものがございま

す。これにつきましては、城崎ボートセンターで購

入いたしましたウエートトレーニングマシン、それ

からローイングベンチ、こういったものの購入に過

疎債を活用したものでございます。その下、豊岡総

合体育館の１，６７０万円につきましては、公共施

設等適正管理推進事業債を活用し、充当いただいた

ものでございます。それから、その下に日高小学校

の夜間照明、これにつきましては、これも公共施設

等適正管理推進事業債が充てられてるというもの

でございます。 

 スポーツ振興課分につきましては以上でござい

ます。 

○分科会長（田中藤一郎） 大岸参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（大岸 勝也） 続きま

して、令和３年度文化振興課分について、主なもの

についてご説明させていただきます。 

 １４９ページをお開きください。下から１１行目、

文化芸術創造交流事業費です。地方創生推進事業の

一つとして実施いたしました。小学校２年生を対象

にしたサンタクロース会議、小学校６年生を対象に

した狂言教室を実施し、委託料を支出しております。

サンタクロース会議には６２２名、狂言教室には７

７１名の参加がございました。また、市内の文化芸

術事業を一体的にお知らせする豊岡アートシーズ

ン２０２１を年２回発行し、一体的な広報活動にも

取り組みさせていただいております。 

 続きまして、３７３ページをお開きください。中

段、補助金のところです。文化芸術活動再開支援事

業費です。市内の文化団体が実施されている事業に

対しまして、最大５万円を補助するａ ｔｅｍｐｏ

（ア・テンポ）豊岡を実施しました。１００万１４

８円支出しております。２６事業について補助をい

たしました。 

 続きまして、３７７ページをお開きください。下

から５行目です。埋蔵文化財発掘調査費です。公共

事業の事前に実施する試掘調査、それから民間宅地

の造成に伴う発掘調査、それから史跡但馬国分寺跡

の遺構確認のための調査の経費を掲載しておりま

す。 

 続きまして、３７９ページをお開きください。中

段、但馬国分寺跡整備事業費です。但馬国分寺遺跡

の土地購入費、補償金が主なものです。史跡整備事

業に係る建物、倉庫、蔵などの物件移転補償費と１，

８１１．９４平米の土地購入を実施いたしたもので

す。 

 続きまして、３８９ページをお開きください。市

民会館管理費です。中段に記載しております補修工
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事費２５３万円ですが、文化ホールの舞台上につら

れておりますバトンについて、必要最小限の修繕を

行いました。 

 続きまして、３９１ページをお開きください。中

段、市民会館等自主事業費です。自衛隊避難訓練コ

ンサート、京都橘高校の吹奏楽部演奏会など、文化

ホールで６事業を開催いたしました。また、１２月

におでかけ訪問コンサートを実施いたしておりま

す。 

 続きまして、３９７ページをお開きください。博

物館等自主事業費です。市立歴史博物館では、特別

展「錦絵の世界」をはじめ、年４回の企画展と３つ

のミニ企画展を開催しました。また、館外展示とい

たしまして、港地区コミュニティセンターで港地区

の文化遺産を紹介する展示を開催いたしました。日

本・モンゴル民族博物館では、開館２５周年記念特

別展、はしもとみおの木彫展をはじめ、５つの企画

展開催いたしました。 

 続きまして、３９９ページです。市立美術館では、

久保修さんの版画展示「切り絵の散歩道」をはじめ、

３つの企画展を開催いたしました。 

 歳出については以上です。 

 続きまして、歳入についてご説明させていただき

ます。戻りまして３１ページをご覧ください。社会

教育使用料です。市民会館、歴史博物館、日本・モ

ンゴル民族博物館、市立美術館ともに、コロナ禍の

ため、収入については上がったものの、４館とも増

加しております。入館料は収入全体で５９．９ポイ

ントの増加となっております。 

 続きまして、４１ページをお開きください。４１

ページです。社会教育費補助金です。中段です。埋

蔵文化財発掘調査費補助金については、国庫補助と

して２分の１をいただいております。これにつきま

しては、県補助についても４分の１をいただいてお

ります。１行下、史跡等購入費補助金についてです

が、但馬国分寺跡の土地購入への補助です。５分の

４を国庫補助で賄っています。これも県補助を５１

８万７，０００円、随伴でいただいております。県

補助につきましては、５１ページの県補助に記載し

ております。後ほどご覧いただければと思います。

２行飛びまして、文化芸術振興費補助金です。これ

につきましては、アートシーズンとして行っている

市全体の事業に対する補助金です。市全体の文化事

業で１，０２７万６，０００円補助いただきました。

うち、文化振興課の部分につきましては５２９万７，

４００円、６事業で行っております。 

 最後に、６０３ページ、基金の状況です。上から

６つ目、美術館「伊藤清永記念館」管理基金です。

増額分は利子の７６５円のみです。 

 以上で文化・スポーツ振興課の説明を終わらせて

いただきます。 

○分科会長（田中藤一郎） 櫻田室長。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） それでは、

歳出のほうをご説明させていただきます。４０３ペ

ージをご覧ください。４０３ページでございます。

備考欄、上から２つ目でございます。新文化会館整

備事業費９２万３，９４３円でございます。一番下、

業務委託料の地籍調査業務、これにつきましては、

建設地が過去にどのように使われていたかという

土地の歴史を調べる調査業務でございます。これに

８８万円でございます。業務につきましては完了し

ておりまして、成果品、調査結果を今、県の担当課

に提出したところでございます。 

 続きまして、歳入でございます。６３ページをご

覧ください。備考欄真ん中辺りの公共施設整備基金

繰入金でございます。このうち、歳出でご説明いた

しました地歴調査業務費に８０万円充当しており

ます。以上でございます。 

 以上で地域コミュニティ振興部の説明を終わら

せていただきます。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。質

疑、意見等はありませんか。 

 前野委員。 

○委員（前野 文孝） スポーツ振興課のほうにお伺

いしたいと思います。３点です。 

 オリンピック絡みで様々な事業、本当にお疲れさ

までした。ただ、そのときのレガシーとして、城崎

ボートセンターにいろんな投資をしたんですけど
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も、そのままではやっぱりもったいないので、今後

どのように利用を上げていくのかということと、そ

れからドイツ、スイスチームとのつながりというも

のは今後どのようにされていくのか、その２つと、

それと併せてなんですが、前もちょっと原田課長に

申し上げたんですが、子供たちがスポ少がだんだん

少なくなってきて、これは人口減少以上に少なくな

ってるような気がしています。例えば五荘なんかの

大きなところでもサッカーはやられてないとかい

うこともありましたし、ちょっとその辺について評

価はどうされてるのかと、今後いろんな手を考えな

きゃいけないと思うんですが、それについて今の現

時点での考えをお伝え願えればと思います。 

○分科会長（田中藤一郎） 原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） まず、１

点目の城崎ボートセンターにつきましては、前野委

員おっしゃられるように、非常にオリンピックを契

機に中身が充実してまいりました。先日も高校の総

体もございました。今度もまた１０月に総体もあり

ますし、この１０月１日、２日にはぜひお越しいた

だきたいと思ってるんですが、全国中学校の新人競

漕大会というのが開かれて、二、三百人ぐらいの選

手に来ていただくというようなことになってます。 

 既に皆さん出場されたと思いますが、先日は城崎

レガッタもありました。なかなか私、来てすぐに世

界を見据えてというのはなかなか難しいとこがあ

りまして、大層な話はできないんですけども、そう

いった地元でもやっぱりもっともっとボート、円山

川の豊かさとか、災害ばかりじゃなくて円山川とい

うのは非常に豊かな川ですので、そういったことも

子供たちへの教育にもうたわれてます。そういった

ことを通じまして城崎にたくさん人に来てもらっ

たりとかということで、やっぱり地元で今やってる

大会というのをもっともっと盛り上げて、そういっ

た他からたくさん人が来ていただいて、そういった

いろんなものを使っていただいたりとかボートの

ほうに親しんでいただくというようなところから

まず、足元から頑張ってやっていきたいなというよ

うなところでございます。 

 あと、ドイツ、スイスチームとのつながりなんで

すけども、オリンピック・パラリンピックの当時と

いうのは、やはり非常に盛り上がっててというよう

なことは感じます。しかし、私もこんなこと言うの

もなんなんですけども、じゃあ今ドイツ、スイスの

チームと何かの交流があるのかというと、ちょっと

その辺がまだいわゆるオリンピックレガシーとし

てつないでいくというようなところには不足もし

ているのかなというふうにも思っております。 

 ですけども、確かにオリンピックということで非

常にそういった盛り上がったわけなんですけども、

先ほど申しましたように地元でやっぱりもっとボ

ート、円山川を使ったボートというのをもっともっ

とＰＲしていって、そういった全国、世界に羽ばた

いてもらえるような選手が育っていけたらという

ようなところも非常に重要じゃないかなというふ

うに考えておりまして、そういった足元も見据えな

がらのいろんな啓発ができたらなと思っておりま

す。 

 ドイツ、スイスに対してどうなのかというと、ち

ょっと私の今の知恵ではなかなか回んないなとい

うようなとこがございます。 

 それから、３点目ですけども、確かに部活動がで

きない、ほかの学校に行ったらできるんだけどみた

いなところもあろうかと思います。今ちょうど委員

の皆様方もご質問等でありましたけども、中学校の

運動部活動の地域移行なんかの課題もあります。そ

ういったことの中で、やっぱり子供たちが主役です

ので、子供がいざやりたいことができないというよ

うなことにならないように、例えばスポーツクラブ

２１だったりの組織もございます。ちょっと豊岡の

場合はいろんな立ち上がりというか、育ちがちょっ

と違って、いろんなタイプで組織が組織化されてお

りますので、なかなかすぐにそこに溶け込めるかと

いうと、なかなか難しい点もあるんですけども、ち

ょうど今、県の教育委員会のほうでもいろんな調査

をしております。それに私たちも市の教育委員会と

連携して、そういった子供たちが困らないように、

一つでも選択肢がなくならないような取組という
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のをこれから考えていきたいな、部活動の地域移行

が３年後というようなことに、この３年間がいわゆ

る強化期間ですので、この間に今委員がおっしゃら

れたようなことが解消されるような、いろんな組織

と連携を図りながら、子供たちが取り残されないよ

うな取組というのをスポーツ協会とかと連携して

取り組んでまいりたいなと思っております。 

 まだちょっと始まったばかりなところもござい

まして、ましてや４月でご質問いただいてて、ちょ

っと満足な回答ができてないんですけども、動き出

したというようなところでご理解をいただけたら

ありがたいなというふうに思います。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 前野委員。 

○委員（前野 文孝） 特にドイツは、たしか当初、

誘致成功したときに３年間ぐらいいろんな関係を

つけていって、観光客の誘致とかいろんな形で協力

しますという話があったんです。今年度は３年目に

当たるというふうに思っていて、ちょっと一度、も

う一回見直しをというか、建て直しを。特に人事的

に課長も替わって、結城君もちょっと亡くなられて

しまって、その辺がちょっと残念なんですけど、や

っぱりそこをもう一回見直してほしいなという、せ

っかくの絆ですので、そこをちょっと一回見直して

ほしいと。 

 それから、ドイツチームはたしか記録映画を作る

という話もあったと思うんですけど、それはどうな

ったんだろうか。 

○分科会長（田中藤一郎） 原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） すみませ

ん、ちょっと私は勉強不足で、その件については今

回答がちょっとできません。 

○分科会長（田中藤一郎） 前野委員。 

○委員（前野 文孝） また調べといてください。そ

ういった話もあったということなので。もし城崎で

円山川の練習風景なんかもあればうれしいので、ち

ょっと見といてほしいのと、さっき言ったのは部活

の話じゃなくて、本当ちっちゃい子供が始めてると

いうのがだんだんその場が失われてきていて、どう

もインドアのほうに走ってるんじゃないかとなる

と、スポーツ振興課そのものの役割というか、とい

う意味では、ちょっと今までの政策も含めて見直し

が必要なんではないかというふうに思っていて、そ

こをちょっと、提案ですけども、一回見直してほし

いなということでちょっとお願いをしときます。以

上です。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（前野 文孝） はい。 

○分科会長（田中藤一郎） お願いで。 

 そのほか、何かありますか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 生涯学習のサロンの件で、別

に金額のことはいいんですけれども、その後、完成

して順調に使われておりますか。状況の推移をちょ

っと聞かせてください。 

○分科会長（田中藤一郎） 旭課長。 

○生涯学習課長（旭  和則） 当初、スタートは遅

れましたけれども、今のところは一応順調にいって

おります。ただ、最初いろいろと陶芸のほうでご利

用いただく皆さんのほうから、ちょっと窯が小さい

とか、いろいろとご意見頂戴したんですけれども、

実際のところは、あそこに置こうと思うとやはりあ

あいった機種でないといけないとかいろいろとご

ざいまして、そこはいろいろと工夫していただきな

がら今のところは利用していただいてるというふ

うに伺っております。 

 その他の講座につきましても、ずっと人数がどん

どん減ってはきておりまして、実際も正直申し上げ

ますと今ちょうど２００人、ちょうど９月１日現在

で２００人でございます。移転前はたしか２２７名

ぐらいだったかと思います。 

 今のところ、原因としましてはどうしてもコロナ

の影響もございます。コロナがやっぱりはやってて、

家族の方から一旦やめるようにというか、休むよう

にとかいうようなこともございますし、それからこ

の間も伺いましたら、やはり高齢な方もいらっしゃ

いまして、やっぱり亡くなられる、あんまりこうい

う言い方はよくないんですが、亡くなられる方もや

っぱり当然ございまして、そういったところでなか
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なか右肩上がりに今度増加というところまでは行

ってないんですけれども、何とか今、人数は食い止

めてるというところでございます。 

 実際に年齢も一応撤廃しまして、若い、たしか３

０代ぐらいの方ですかね、も今、講座、どこの講座

かちょっと今忘れましたけども、若い方も少し入っ

てきていただいておりますので、今後いろいろ市民

向けの講座やなんかも徐々にさせていただいて、人

数のほうを増やしていければなというふうには考

えております。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） せっかく完成した施設ですん

で、できるだけ多岐にわたって使っていただけるよ

うなことをぜひ進めていただきたいと思いますし、

一番心配したのは例の陶芸のことで、相当私にも文

句を聞いておりましたんで、その辺のことはクリア

していただいてるというふうに理解をいたします

けれども、それともう一つ、高齢化が進む、コロナ

禍、これは当然、学院さん皆さんが減ってくるとい

うのはありますので、門戸をどうして広げるかとい

うことで、有効利用ができるようにまたよく考えて

頑張っていただきたいなと思います。 

 それと、今の説明とはまた違う話ですけれども、

指定管理の話がスポーツ施設あるんですけれども、

あの指定管理の指定管理者はどこまで責任を持つ

んですか。指定管理者の責任の範疇いうんか。 

○分科会長（田中藤一郎） 原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） 金額の面

からいいますと、やっぱり例えば大規模修繕とか、

もともとこういった施設、老朽化して根本的に修繕

しないといけないというのは当然市のほうが持つ

わけですが、いわゆる小規模な修繕ですね、そうい

ったものですとか金額のそういった費用面につい

ては、そういったものについては指定管理の方が持

つというようなことになります。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） どの辺までがどう責任の範疇

かななんて思ってるんですけども、私が聞くのは但

東の中央体育館。電気が切れとるとか時計が止まっ

とるとか雨漏りがするとか、こういったことは指定

管理者の範疇なのか、その辺がちょっと知りたかっ

たんだけど、あるいはまた田鶴野なんかの老人グラ

ウンドゴルフしなる場合の椅子の問題とかな、あの

辺はどこまでが指定管理者の責任の範疇で、どこま

でが市の範囲。 

○分科会長（田中藤一郎） 原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） 大きい指

定管理者の方といいましょうか、元気のある指定管

理者の方であったり、何とかやってくださってる指

定管理者の方によって、その辺のリスク分担の割合

というのはやっぱり変わってくるいうようなとこ

もございます。ですので、なるだけ小規模修繕のう

ちについては今言いましたように指定管理のほう

にしていただいて、やはり根本的に、何度も申し上

げますが、根本的にやっぱりここは改善しないとい

けないというようなことについては相談の上、予算

要求をさせていただくというようなことになりま

す。 

 ですので、玄武洞公園につきましてもなかなかた

くさん利用なさっていただいてますけど、広場にグ

ラウンドがあるだけで何もないというようなこと

で、地元の方からはいろんな、日陰が必要じゃない

かとか、そういったことも聞くわけなんですけども、

そこは非常に費用もかかってきますし、根本的なこ

とになりますので、さすがに指定管理者の方が元気

出してやるという話にならないことも多分あると

思いますんで、その辺りはよくよく相談して、次年

度また予算要求をしていくなり、ただ優先順位とい

うのはどうしてもたくさく施設がございまして、緊

急的にやらないといけないというようなことなの

かどうかも含めて検討していくというようなこと

になります。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 分かったような分からんよう

な話だけれども、ともかく細かいことが指定管理者

に言うたらええのか、例えば振興局に言うたらいい

のか、その辺のことをもう少し丁寧に案内してあげ

たほうが、私が聞いてあっち振ったりこっち振った
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りするのも限界があるし、その辺のことですけど、

実態としては。 

○分科会長（田中藤一郎） 原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） やはり第

一義的にはそこの利用者の方が感じられたような

ことについては指定管理者のほうに、そこにおられ

ますので言っていただいて、場合によってはうちの

ほうに相談をさせてもらうというようなことにも

なります。委員のお手を煩わせて申し訳ないんです

けども、つないでいただけたら対応はしたいと思っ

ております。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 指定管理者の関係ですけども、

やっぱり指定管理者さんが当局というもの、皆さん

方とうまいことできてるんかなと思ったりして、使

い方にせよ。だから、もう少し指定管理者の人と、

誰がコンタクト取ってどうかは別にして、あんじょ

うしていただいたらいいんじゃないかな思うんだ

けど、ちょっと分かりにくいなという感じもあって。 

○分科会長（田中藤一郎） 原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） 利用者の

方が頻繁に利用されてて、いろいろと苦情というか、

そういったことがあるということになると、やっぱ

り動くというようなことにもなるんだと思うんで

すけども、施設によっては本当に何とか維持をして

いただいてるというようなことで、極端な話、本業

があったりとか、複数の施設を持ってもらったりと

かいうことになると、ちょっとその辺りが目の行き

届かないところにもなるかもしれませんし、正直、

市には何回も言ってるんだけど何ともなかなかな

れへんのだというようなことも言っておられるこ

ともあると思います、正直。 

 ですけども、先ほど言いましたようにちょっと優

先順位から考えると、極端な話、取りあえずこれは

我慢できる範囲なのかなみたいなことがあるとす

るならば、我慢できないというものを先にやっぱり

当然しないといけないので、そこに対してしっかり

と予算のほう要望させていただくというようなこ

とによって解決をしていくというようなことのど

うしても流れにはなってしまいます。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ともかく、使用される年代の

お年の方もあるし、若いＰＴＡの皆さんもあるし、

親切な形の指定管理であるべきだと私は思います

んで、できるだけそこらも親切心を、指定管理者の

皆さんともよく協議をなさって、フレキシブルとい

うんか、柔軟に対応して、安心してもらうというん

か、その辺の心配りはしていっていただきたいな。 

 当然、課長さんがしていただくと、また指定管理

の皆さんもそういう気持ちになるから、その辺のこ

とはよくよくお願いをしておきます。それはお願い

しておきますんで、よろしくまた善処してください。 

○分科会長（田中藤一郎） よろしいですか。 

○委員（福田 嗣久） よろしいです。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほかございませんか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 以上で地域コミュニティ振興部に係る説明、質疑

を終了します。 

 地域コミュニティ振興部の皆さんは、退席してい

ただいて結構です。お疲れさまでした。 

 分科会を暫時休憩します。 

午後２時０７分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時１５分 分科会再開 

○分科会長（田中藤一郎） 分科会を開会します。 

 それでは、第８３号議案、令和３年度豊岡市一般

会計歳入歳出決算の認定について、教育委員会所管

分を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。 

 歳出に続いて、所管に係る歳入、財産調書の順で

お願いします。 

 審査時間に限りがありますので、所管事項を逐一

説明するのではなく、新規事業や平年と比較して変

化の著しい事業等を抜粋して説明願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。 

 なお、説明の際は、該当のページを委員が開いた
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か確認しながら説明願います。 

 発言の最初に、課名と名字をお願いします。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、教育委員会、お願いします。 

 永井課長。 

○教育総務課長（永井 義久） まず、歳出からご説

明させていただきます。３４７ページお願いします。

中段辺りに交付金で、大学生等修学支援給付金とい

うものがございます。２，０００万円出しています。

この給付金につきましては、新型コロナの影響によ

って経済的に学びの継続が難しいという豊岡市出

身の大学生、それから専門学校生等を支援するため

に行っています。合計で１３２件です。対象となる

家庭につきましては、生活保護でありますとか児童

扶養手当、就学援助、それから家計急変のご家庭に

支援をしています。新入生が２０万円、在校生が１

０万円という支給内容でございます。 

 次に３５７ページをお願いします。３５７です。

上の枠の中に整備工事費で八条認定こども園がご

ざいます。３歳児保育室を２つ、それからトイレの

増築、育児支援室の増築を行っています。工事費に

つきましては１億５，９００万円余りでございます。 

 次に、３５９ページをお願いします。３５９です。

下のほうにありますが、事業用備品というものがご

ざいます。これは、コロナに関連する備品を各小学

校で購入しています。サーキュレーターであります

とか自動手指消毒器、それから空気清浄機、体温検

知器、検知カメラですね、それから仕切りボードで

ありますとか後づけの自動水栓、トイレの手洗いで

ございます。それから、二酸化炭素濃度測定器を購

入しています。事業備品、３，１００万円余りでご

ざいます。よろしいでしょうか。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 続きまして、３６１

ページの一番下の枠でございます。小学校整備費の

中の整備工事費に非構造部材の耐震化とございま

す。屋内体育館の吊り物の落下防止を図るための整

備でございますが、城崎小、清滝小、福住小それか

ら小野小、合橋小の５校を整備しています。上にあ

ります設計監理につきましては、２２年度予定して

います弘道小、小坂小、港小の分になります。 

 次に、歳入をお願いします。４１ページをお願い

します。４１ページです。国庫支出金になりますけ

れども、上から３つ目の枠に学校保健特別対策事業

費補助金というものがございます。これは先ほど説

明しましたコロナ関係の備品に対する補助になっ

ています。次の枠、上から４段目の枠の一番下にな

ります学校施設環境改善交付金（繰越明許分）でご

ざいますが、三江小学校のトイレ改修、それから給

食センターの空調整備のための補助金ということ

でございます。 

 次に、５９ページをお願いします。５９ページ、

中段から少し下になりますけれども、児童福祉事業

費寄附金１００万円でございます。子育て総合拠点

に対する民間１社からの寄附をいただいています。

その下、奨学基金寄附金でございますが、個人１人

から５０万円頂いておりますし、設備整備寄附金と

いうものは、小学校、中学校におきます楽器や小学

校の備品、中学校の備品を購入するための寄附金で

ございますが、民間２社から頂いています。 

 次に、８５ページになります。８５ページ、市債

がございます。中段から上のほうにございますが、

認定こども園の整備事業債、これは八条認定こども

園に対するものでございますし、非構造部材、それ

から小学校の整備事業債ということで、繰越分につ

きましては八条以下、空調整備に係る起債でござい

ます。それから、中学校につきましては、但東中学

校の空調を全面更新したものでございます。真ん中

辺りに保健体育施設整備事業債というものがござ

いますが、豊岡と日高の給食センターの空調整備に

係るものでございます。 

 最後に公有財産の関係になります。５８４ページ

をお願いします。５８４です。ちょうど上から４行

目になりますけれども、学校関係で土地と、それか

ら建物の異動を書いたものがございます。内訳につ

きましては、すみません、５９０ページをご覧くだ

さい。まず、建物に関する調書でございます。上か

ら４段目にあります学校の部分になります。豊岡北
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中のバス停と奈佐小の倉庫、北中につきましては過

年度報告漏れとありますけれども、地籍調査等によ

りまして学校用地に該当する部分が漏れとったと

いうことで加えさせていただいております。奈佐小

につきましては、統合によるものでございます。 

 今度は５９１ページのほうに上がっております

が、これも統合や過年度報告漏れということでござ

います。 

 次に、６０３ページをお願いします。基金の状況

になります。中段に交通遺児奨学基金２，５３５万

１，０００円、それから奨学基金が２億５，７００

万円余り、その２つ下にありますけれども、学校施

設整備基金につきましては２，９００万円余りとい

うことで、３件の基金を有しております。以上でご

ざいます。 

○分科会長（田中藤一郎） 和田課長。 

○こども教育課長（和田 晃典） こども教育課所管

分について、主なものを説明させていただきます。 

 まず、歳出について説明をいたします。１６１ペ

ージをご覧ください。真ん中辺りになります。英語

教育推進事業費です。小学校の外国語指導助手、主

にＡＬＴに関する費用となります。令和２年度にお

いては、コロナ禍により、ＪＥＴプログラムのＡＬ

Ｔが来日できなかったため、民間派遣ＡＬＴで対応

しましたが、令和３年度につきましてはＪＥＴのＡ

ＬＴが順次来日できました。このことによりまして、

令和２年度と比較しまして外国語指導助手派遣業

務委託料が約１，３８８万円の減額になる一方、Ｊ

ＥＴのＡＬＴの費用が１，２６１万円の増額となっ

ています。 

 次に、２１９ページをご覧ください。上の枠の上

から９行目、子育て世帯生活支援特別給付金支給事

業費です。コロナウイルス感染症対策としまして、

経済的に影響の出やすい就学援助費受給世帯等に

対しまして、対象児童１名につき５万円の就学援助

費受給世帯等特別給付金を支給いたしました。就学

援助費受給世帯と特別給付金支援事業の対象世帯

につきましては、就学援助費受給世帯、それから就

学援助費受給世帯に準ずる世帯、そして家計急変世

帯に分けられます。このうち就学援助費受給世帯は

こども教育課、準ずる世帯と家計急変世帯は社会福

祉課が担当しております。こども教育課分としまし

ては１２７世帯、３４１人分、１，７０５万円を支

給しております。 

 次に、３４９ページをご覧ください。下の枠の上

から３行目、人件費、スクール・サポート・スタッ

フです。令和２年度と比較しまして２７１万５，０

００円の減額となっております。令和２年度はコロ

ナ対策としまして小学校１０校、中学校３校、計１

３校に配置をいたしました。令和３年度は県の補助

が削減、減額されたために、小学校１校、中学校１

校の２校と配置になっております。 

 次に、３５５ページをご覧ください。上の枠の下

から６行目、感染症対策事業費と、その下の感染症

対策事業費（繰越明許分）です。これは、コロナ対

策としまして学校で必要となる消毒液等の消耗品

を購入したものです。 

 歳出の説明は以上です。 

 すみません、原稿飛ばしてました。すみません。

３４９ページをもう一度お願いします。先ほどのス

クール・サポート・スタッフの下になりますけれど

も、教育プラン推進事業費の報償費です。令和２年

度と比較しまして約４２０万円の減額となってお

ります。令和２年度はコロナ対策としまして学習指

導員を１３校に配置しましたが、令和３年度はその

配置がなくなったものです。 

 続いて、３５１ページをお願いします。下の枠の

下から７行目、教育研修センター管理費の消耗品費

です。令和２年度と比較しまして約２，３８２万円

の減額となっております。理由としましては、新学

習指導要領の改訂に伴いまして、新たな教科書を使

用した授業を行うために、教師用の指導書と教科書、

これを新たに購入する必要がありました。令和２年

度は小学校で、令和３年度につきましては中学校の

ものを購入しましたので、その差額として減額して

おります。その下の著作権料です。昨年度から施行

された授業目的公衆送信補償金制度の補償金です。

授業目的公衆送信補償金制度とは、補償金を支払う
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ことにより、学校等の授業で教員が他人の著作物を

用いて作成した教材を生徒の端末に送信したりサ

ーバーにアップロードする際に、個別に著作権者に

許諾を得ることが不要となるといったものになり

ます。こういった経費を計上しております。 

 続いて、３５３ページをお願いいたします。真ん

中辺りの学校振興事業費の補助金です。令和２年度

と比較しまして６１１万円の増額となっておりま

す。これは小・中学校のクラブ活動に対する補助金

で、令和２年度はコロナ禍によって大会等が中止に

なったために、大幅に減額になりました。令和３年

度につきましては大会が開催されましたので、そこ

に比べて増額といったことになっております。その

下の外国語指導助手招致事業費です。令和２年度と

比較しまして３５３万円の増額となっております。

これは、中学校のＪＥＴプログラムのＡＬＴにつき

まして、令和２年度に来日予定であったものがコロ

ナ禍で延期になりまして、令和３年度に来日するこ

とになったためのものです。 

 先ほど原稿を間違えたところをもう一回言わせ

ていただきます。３５５ページをご覧ください。上

の枠の下から６行目の感染症対策事業費と、その下

の感染症対策事業費の繰越明許分です。これは、コ

ロナ対策としまして学校で必要となる消毒液等の

消耗品を購入したものになります。 

 歳出につきましては、説明は以上です。 

 続きまして、歳入について説明をいたします。４

１ページをご覧ください。 

 上から３つ目の枠の学校保健特別対策事業費補

助金とその下の学校教育活動継続支援事業費補助

金（繰越明許分）です。学校保健特別対策補助金の

うち、こども教育課分は１００万円となります。学

校教育活動継続支援事業補助金（繰越明許分）は、

全額がこども教育課分となります。歳出で説明しま

した感染症対策事業費と繰越分に対する国庫補助

金です。補助率は２分の１となります。その下の枠、

小学校費補助金のうち、要保護児童援助費補助金か

らへき地児童援助費等補助金までと中学校費補助

金までがこども教育課分であり、それぞれの事業に

対する国庫補助金となります。 

 ５１ページをお願いします。上から４つ目の枠も、

それぞれの事業に対する県の補助金です。歳出のと

ころで説明しましたとおり、スクール・サポート・

スタッフ配置事業費補助金につきましては、令和２

年度が３５５万円であったものが８４万円と減額

になっております。また、令和２年度にありました

学習指導員配置事業費補助金４１８万円が、令和３

年度はなくなっております。 

 ５５ページをお願いいたします。一番上の枠、ひ

ょうごがんばりタイムから学習評価を通した授業

改善研究事業委託金まで、これも県の委託金に対す

るものです。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） こども育成課分に

ついてご説明をさせていただきます。 

 まず、歳出についてからです。１０３ページをご

覧ください。よろしいでしょうか。１０３ページの

真ん中辺りに、基金管理費ということで市債管理基

金積立金がございます。このうち、こども育成課分

が１，１６４万円ございます。これは、子育て支援

総合拠点等の整備事業の財源であります合併特例

債の償還財源に充当するために積み立てるもので

ございます。 

 続きまして、１６３ページをご覧ください。１６

３ページの下から１２行目ぐらいになると思いま

す。子育て支援総合拠点等整備事業費でございます。

こちらのほう、アイティの４階と７階に係ります子

育て支援総合拠点等の整備事業といたしまして、４

階と７階の実施設計委託料、４階の整備工事費、４

階フロアの建物購入費、その他重要な備品購入費で

すとか、その他共益費や駐車場代等の負担金という

ことで計上させていただいてるものでございます。 

 続きまして、２１９ページをご覧ください。２１

９ページの上のほうの枠の下から８行目に、子育て

支援総合拠点等の施設管理費がございます。こちら

のほう、アイティ４階部分のこども広場と市民交流

広場、こちらのほうの開設準備ということで、３月
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１日から、３月２７オープンですが、２６日までの

部分の開設準備に対する委託料と、３月２７日から

３月３１日までの指定管理料ということで支出し

たものでございます。続いてその下、放課後児童健

全育成事業費です。これは、放課後児童クラブに係

る経費という形になります。 

 次を１ページめくっていただいて、２２１ページ

の上の枠の下から４つ目、５つ目ぐらいですかね、

授業用備品がございます。こちらのほう、各児童ク

ラブに国の補助メニューを使ってパソコンとプリ

ンターをそれぞれ導入をした形になりまして、それ

に対する備品購入費ということで５１１万円のう

ち４６９万２，１６０円を支出いたしております。

全て、全部で３２台という形になります。 

 続きまして、次に同じく２２１ページに、児童保

育運営事業費がございます。そちらのほうは補助金

で、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費

で計上いたしております。これは、国の経済対策に

基づきまして、保育士、幼稚園教諭等の処遇を改善

するために給与月額を約３％程度引き上げるとい

う形のもので、今年、令和４年の４月から実施した

ものでございます。市内の私立保育園、認定こども

園、小規模保育所、こういったところの２１園分と

いうことで、人数で換算すると４６４名分になると

思います。こちらの部分の処遇改善に関する補助と

いうふうな形の経費になります。これは２月分と３

月分だけがこの決算に上がってるという形になり

ます。 

 以上が歳出という形になります。 

 次に、歳入の予算についてです。戻っていただい

て２９ページをご覧ください。２９ページの中ほど

に、放課後児童クラブ使用料がございます。一昨年、

２０２０年度につきましては、新型コロナウイルス

感染症によりまして緊急事態宣言が発令されまし

た。それに伴いまして利用料の日割り還付をさせて

いただいた部分もありまして、今年度は通常どおり

の開設ができたということで、一昨年に比べて１，

３７０万円の増という形になっています。 

 続きまして、３７ページをご覧ください。３７ペ

ージの一番下の枠の２行目、児童虐待防止対策支援

事業費補助金から、一番下から２つ目、子育てのた

めの施設等利用給付交付金及び次のページの３９

ページの一番上、保育利用支援事業補助金とその１

つ下の保育士等処遇改善臨時特例交付金、こちらの

部分がこども育成課に関連する、子育て支援に関す

る各種事業に対する国の補助金という形になりま

す。先ほどの保育士等の処遇改善の臨時交付金は、

先ほど説明させていただいた交付金に対する国か

らの支援ということで、これは１０分の１０、国か

ら支援ということで入ってきています。 

 続きまして、４１ページをご覧ください。４１ペ

ージの下から６枠目、地方創生拠点整備交付金です。

こちら、アイティの４階の子育て支援総合拠点等の

整備に係ります国からの交付金ということで１億

２，３００万円ほど入ってきているという形になっ

ています。 

 続きまして、４３ページ。４３ページの中ほどに

教育・保育給付費負担金がございます。これは、私

立園の施設型給付費に関する県の負担金という形

になっています。 

 続いて、４７ページ、上から３つ目の枠の一番上

の延長保育から一番下の保育教諭のための資格・免

許取得支援事業費補助金までがこども育成課分と

いう形になります。これは、先ほど言った子供とか

子育て支援に関する各種事業に対します県の負担

分の補助という形になっています。 

 続きまして、６３ページをご覧ください。６３ペ

ージで、地域振興基金の繰入金がございます。こち

らのこのうちの８，０９５万９，０００円、これが

こども育成課分という形になります。これは、子育

て支援総合拠点等の整備事業の財源については、国

からの先ほど説明させていただいた地方創生の拠

点整備交付金、それと合併特例債以外の金額をこの

地域振興基金から繰り入れるという形になってお

りまして、その金額が８，０９５万円という形にな

ります。 

 続きまして、８１ページをご覧ください。一番上

の枠の一番下、子育て支援総合拠点等の整備事業債
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ということで、こちら整備事業に対する合併特例債

を活用させていただいたものになります。 

 以上が歳入という形になります。 

 最後に、５９１ページをご覧ください。５９１ペ

ージ、財産調書の分になります。５９１ページの下

の枠の上から２つ目、子育て支援総合拠点で２，８

４２．８６平米ということで、これは子育て支援総

合拠点等の整備に伴いましてアイティの４階部分

を令和３年の６月３０日に区分所有をしておりま

す株式会社フジヤから取得したものになります。 

 説明は以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 説明は終わりました。質

疑、意見等はありませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 何回もすみません。 

○分科会長（田中藤一郎） 大丈夫です。 

○委員（上田 伴子） 何点かちょっと分からないと

ころを教えてほしいんですけれども、３４８ページ

でスクール・サポート・スタッフ、学習指導員が令

和３年度から、これは県の分がなくなったと言われ

たんかな。それについては、ごめんなさい、詳しく

ちょっと見てないんですけれども、今はどんな状況

になってるんか、小学校分、中学校分について、分

かる分だけお知らせください。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○こども教育課参事（木之瀬晋弥） スクール・サポ

ート・スタッフの配置についてご質問がございまし

た。今年度の配置状況ということでよろしいでしょ

うか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 今年度につきましては、小学校８校、中学校４校、

計１２校に配置となっております。以上でございま

す。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） すみません。人員的にはどん

な感じでしょうか。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○こども教育課参事（木之瀬晋弥） 人員的には、各

校１名ずつの１２名の配置となっております。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ということは、サポートの要

る子供たちについていらっしゃるということ、理解

でいいんでしょうか。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○こども教育課参事（木之瀬晋弥） スクール・サポ

ート・スタッフにつきましては、教職員の負担軽減

を目的としまして、雑用をしていただくというよう

な業務内容となっております。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ごめんなさい、ちょっと勘違

いしてました。 

 そしたら、各学校１名ずつということでしたけど

も、小学校全てじゃなくてですよね、この数だった

ら。大体大きいとこに配置しておられるんでしょう

か。 

○分科会長（田中藤一郎） 和田課長。 

○こども教育課長（和田 晃典） 学校のほうにそう

いった業務をしていただける方が要るのかどうか

ということで希望を取りまして、希望があったのが

その数ということになります。 

 希望のほうは全部の学校に照会をかけさせてい

ただいて、その中で希望があったところということ

になります。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。 

 もう１点、あと放課後児童クラブのほうのことで、

２２１ページのところでパソコンを……。２２１ペ

ージだったかな。何かパソコンを配置されたという

ことだったんですけども、今までは必要があれば個

人のパソコンを使っていらっしゃって、今回３２台

分ですけども、今、放課後児童クラブが何か所ある

かちょっと忘れてしまったんですけども、大体どこ

のクラブにも配置をされたということなんでしょ

うか。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） 昨年度事業になり

ますので、クラブは竹野が、統合前ですので竹野に

３つあったということで、全て３２のクラブに配置

をしております。統合して１台余っておりますので、
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そちらのほうをこちらのほうの事務局が全体指導

ができるようにということで１台持っていますが、

各クラブに１台ずつ、プリンターとパソコンを配置

をさせていただいてます。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） じゃあ、今までは個人のパソ

コンを使ってお仕事をされていたということだと

思うんですけれども、これは結局そういう児童クラ

ブの職員の方から、大体どこのそういう教育施設と

かどこにもパソコンの配置は当たり前だと思うん

ですけども、以前から。児童クラブは遅れていた中

で、そういう要望があってされたということになる

んですね。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） 確かに現場からの

要望があったということと、こちらのほうもやはり

事務効率を上げたいということで、今までいろんな

形で紙でやはり報告のものを作成していた部分が

あったんですけども、そちらのほうはデータででき

るようにというふうなことも含めて、双方のやっぱ

り気持ちというか、ニーズが合致して、あと、今回

国からの補助メニューもありましたもので整備が

できたという形になります。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 今まで紙ベースでしとられた

ということ自体が随分何か、私が在職していた１０

年ちょっと前よりも、もう２０年ぐらい前、保育園

なんか紙ベースでなしだったのに、それから児童ク

ラブができてから、それから何年かしてからですけ

れども、随分遅れていた分野だなと思うんですけど、

そこら辺ではやっぱりもっともっと光を当てて児

童クラブのことを見てあげて、現場の状況も含めて、

そういうこちら側の処理についても大変、紙ベース

でそこだけもらうというのも大変なことだと思い

ますし、作成するほうも大変だったと思うので、や

っぱりこれからもっともっと目を向けていってあ

げてほしいと思いますが、どうですか。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） やはりクラブの部

分もやっぱり事務効率上げるという部分と、やっぱ

り職員さんの部分の仕事のやりやすさというもの

は追求しないといけないかなと思っています。 

 できる部分はもちろんさせていただくんですけ

ど、逆にアナログのほうがいいという方も実はいら

っしゃいまして、どこまでＩＣＴ化というか、技術

的なものを上げるのかということもやっぱり現場

の意見も聞きながらさせていただきたいなと思っ

ています。 

 要するに単純に出欠の全体の票をマル・ペケをつ

けるのにパソコン一々というのがやっぱりやりに

くいというような現場の声もあったりとかいう部

分があるので、どういったことが適しているのかと

か、どういった部分が効率化になるのかとか、どう

いった部分がよりやりやすさになるのかというこ

とは、現場と話し合いながらその辺りを進めていき

たいなというふうに思っています。 

○分科会長（田中藤一郎） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 確かにそういうこともあると

思いますけども、やっぱり書類の作成とかはパソコ

ンのほうが効率的であると思いますし、ぜひよろし

くお願いいたします。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほかございますか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 上田委員のちょっと続きのと

ころなんですけど、児童クラブの毎日の多分業務報

告みたいなのがございますよね、共同で、こういう。

それは全部、今メールか何かに様式を添付して報告

書を送るというような、その形ですか。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） 業務報告というか、

保育日誌みたいなものなんですけども、そちらのほ

うは毎日記述というか、紙ベースで書いてもらって

ます。そのほうがやりやすいということがあって、

紙ベースで書いていただいたものを月まとめてこ

ちらのほうにもらうというふうな流れにしていま

す。 

 急な形で何か起きた場合はすぐに連絡入ってく

るようになってるので、通常分は１か月まとめてこ
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ども育成課のほうに報告をしていただくという流

れになっています。 

○分科会長（田中藤一郎） 義本委員。 

○委員（義本みどり） その報告書作成するのは、特

定の支援員さんが作成されるんですか。代わりばん

こだとか、何かございますか。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） 基本的には、支援

員のリーダーが作業するという形になっています。

リーダーがいない場合もありますので、補助的に入

ってる支援員もしくは補助員の代表が最後、一番最

後に何時に閉めたというようなことまで報告書と

しては書いていただく必要があるので、最後にいる

シフトの人の中で、恐らく基本的にはリーダーがと

いう形になると思いますが、書いていただくという

ことにしています。 

○分科会長（田中藤一郎） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 念のため、リーダーさんは各

クラブに１名という、１名をベテランの方か何か、

そういう基準で選ばれてということでしょうか。 

○分科会長（田中藤一郎） 吉本課長。 

○こども育成課長（吉本  努） 基本的に各クラブ

には、支援員と支援補助員と普通の補助員という大

きく分けて３つの種別の職員がいます。基本的には

支援員がそこの部分のリーダーという形になるん

ですが、複数人いる場合があるので、その中でも一

つ、取りあえず代表ですよという形のものに一応位

置づけた方がいて、その部分に支援員がいて、支援

補助員とか補助員というような、一応そういった区

別にしてますので、基本的に各クラブに１名は一応

代表の方を置いてるというような流れになります。 

○分科会長（田中藤一郎） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 分かりました。以上です。 

○分科会長（田中藤一郎） そのほか、何かあります

か。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 以上で説明及び質疑は終わりました。 

 これからの討論、表決は、後ほど委員のみで行い

ます。その際、意見及び要望があれば取りまとめを

行いますので、よろしくお願いします。 

 ここで当局職員の皆さんは退席していただいて

結構です。お疲れさまでした。 

 分科会を暫時休憩します。 

午後２時５３分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時５３分 分科会再開 

○分科会長（田中藤一郎） それでは、よろしいです

か。分科会を再開します。 

 それでは、第８３号議案、令和３年度豊岡市一般

会計歳入歳出決算の認定については、既に質疑まで

終えましたので、討論から入ります。討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、認定すべきものと決

定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） ご異議なしと認めます。

よって、第８３号議案は、認定すべきものと決定し

ました。 

 以上で、本日予定している議案に対する審査を終

了いたします。 

○委員（上田 伴子） ８３号って決算やな。（「も

う遅いで」と呼ぶ者あり） 

 いや、反対はしないんですけど、すみません、１

点。 

○分科会長（田中藤一郎） どうぞ。 

○委員（上田 伴子） それでいいんですけど。 

○分科会長（田中藤一郎） いいですか。 

○委員（上田 伴子） それでいいんですけど、私は

本会議でちょっと委員会の決算認定とは違う態度

を取るようになると思います。 

○分科会長（田中藤一郎） それは、（「本会議で」

と呼ぶ者あり）本会議で。 

○委員（上田 伴子） はい、本会議で。 

○分科会長（田中藤一郎） 分かりました。（「この

決算のとこじゃないということやろう」と呼ぶ者あ

り） 
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○委員（上田 伴子） はい、そうです。 

○分科会長（田中藤一郎） なら、元に戻ります。 

 （２）意見・要望のまとめということで、次に、

協議事項（２）番、意見・要望のまとめに入ります。 

 まず、分科会意見・要望として、第８３号議案、

令和３年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてに対する当分科会の意見・要望として、予算

決算委員会に報告すべき内容について協議いただ

きたいと思います。 

 暫時休憩します。 

午後２時５７分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後３時０２分 分科会再開 

○分科会長（田中藤一郎） それでは、休憩前に引き

続き分科会を再開します。 

 前野委員。 

○委員（前野 文孝） 意見としては、新設された生

涯学習サロン並びに子育て支援総合拠点について

は、市民により利用していただけるように、工夫し

ながらしっかりと運営を進めることという形です。 

○分科会長（田中藤一郎） ありがとうございます。 

 そのほかに。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） どう言うたか忘れたけれども、

予算も単純に減額させるだけではなく、市民サービ

スの向上、充実に向けて予算の執行と有効展開を図

るべし。こんなこと言うとらへんな。 

○分科会長（田中藤一郎） いやいや、似たような言

葉を言うていただいてます。（「それを分かりやす

く言うておられました」と呼ぶ者あり） 

 今２点出ております。そのほかございませんか。 

 そのほかの意見はないようですので、それではた

だいま協議していただきました当分科会意見・要望

を含む分科会長報告の案文につきましては、正副分

科会長に一任いただきたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（田中藤一郎） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 ここで分科会を閉会します。 

午後３時０４分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後３時０４分 委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） 続きまして、委員会を再開

します。 

 次に、委員会意見・要望のまとめに入ります。 

 第８４号議案から第８９号議案及び第９１号議

案、各特別会計歳入歳出決算の認定について、当委

員会の意見・要望として、委員長報告に付すべき内

容について協議いただきたいと思います。 

 暫時休憩します。 

午後３時０４分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後３時０５分 委員会再開 

○委員長（田中藤一郎） それでは、委員会を再開し

ます。 皆様方のほうからご意見等ございますでし

ょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ありがとうございます。 

 それでは、ただいま協議いただきました委員会意

見・要望を含む委員長報告の案文につきましては、

正副委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議は

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 次は、協議事項（３）番、その他について、委員

の皆さんから特に発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（田中藤一郎） 特になしということになり

ます。 

 ないようでしたら、次回委員会の開催についてで

すが、明日２１日水曜日午前９時半から、当委員会

室で開会します。 

 以上をもちまして、文教民生委員会を閉会いたし

ます。お疲れさまでした。 

午後３時０６分 委員会閉会 

──────────────────── 


